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午前９時００分開議

○議長（山路 有君） 皆さんおはようございます。議場には季節を彩るアジサイが飾られてお

ります。心の和む思いであります。

それでは、早速本日の会議に入らせていただきます。

ただいまの出席議員は１０名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開きま

す。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

・ ・

日程第１ 一般質問

○議長（山路 有君） 日程第１、一般質問を行います。

本年３月定例会からそれまで１日で行っていましたものを、２日間で行うこととしました。本

日は６月１３日、１回目の通告者の紹介をしたいというふうに思います。

通告１番、議席番号８番、井藤稔議員。通告２番、議席番号９番、松田悦郎議員。通告３番、

議席番号１番、河中博子議員。通告４番、議席番号２番、景山重信議員。通告５番、議席番号５

番、三島尋子議員。本日は以上５名の議員が一般質問を行います。

明日は６月１４日、通告６番、議席番号６番、江田加代議員、通告７番、議席番号３番、松本

二三子議員、以上、２名が行います。紹介が終わりましたので、通告順に質問を許します。

最初に、８番、井藤稔議員の質問を許します。

井藤議員。

○議員（８番 井藤 稔君） 議席番号８番、井藤でございます。

新たに今回、新体制での初の定例会ということで、まず１番バッターとして質問許可をいただ

きましたので質問をさせていただきます。

ところで、議員、同僚の皆さんには、けさ方、多分新聞見て出て来られて御承知と思いますけ

ども、高知県の大川村のほうで、いわゆる町村総会が行政の村長のほうから検討をするというこ

とで提案されたということで、議会のほうは時期尚早じゃないかというのも、詳しくはわかりま

せんけど、そういうような対応をしたということのようですけども、定数が本当に６名というよ

うなことでありますし、同じように定数が６人以下のところが全国的に見ればこのほかにも１１

ほどあるということで、やはりこういうような時期に来たんかなという気が本当にして見させて

もらいました。行政の失敗なんか議会改革の失敗なんか、はたまた大きな流れの人口減少の結果

なのかということについてつくづく思いましたけども、やはりある意味では我々にも課せられた
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今後の課題だろうかなというふうに考えております。

本日は３点について質問させていただきます。

１つが、議決事件の拡大に関する考え方はどうですかということについてお尋ねします。２つ

目が、日吉津村の国民保護計画への対応はどうなってるでしょうかということであります。３点

目が、国保会計、国民保険会計の県一本化への村の準備状況はどうでしょうかということで、以

上３点について質問させていただきます。

まず、議決事件の拡大に関する考えはということでございますけども、御承知のとおり、日吉

津村も本年４月１日から議会基本条例を施行となっております。それと関連しまして、関連条例、

政治倫理条例と、もう一つが議決すべき事件に関する条例、この２つの制定が必要だということ

で、基本条例本体の採決の議決の際にも説明をさせていただいたところでありますけども、この

関連につきまして、議決事件の追加につきましては、実は地方分権改革の一環として、やはり地

方議会の機能を強化するということで求められたという当時の趣旨説明があっております。今後、

議会での結論を経まして、村長のほうに、執行部のほうに協議予定にいたしております。そうい

う観点で、次の４点についてお尋ねしたいと思います。

１点が、過去の執行部での検討の有無はどうですかということであります。これはまた後ほど

お話ししたいと思いますけども、２０００年に一括法案が施行となっております。その際に各町

村で県内でも随分議論がされて議決事件の追加ということで条例制定になっております。このあ

たり、本村ではどうであったかということであります。

２つ目が必要性に関する村長の判断とその理由についてお聞きしたいと思います。

それから、３点目が万一じゃないですけども、議決事件の追加として規定した際の執行部のほ

うの課題、何か問題点はありますかということについてお尋ねしたいと思います。

それから、４点目が、執行部が現時点で必要と考えておられる追加する議決事件について伺い

たいと思います。

２点目が、日吉津村国民保護計画への対応ということであります。先日だったでしょうか、６

月８日、この先日ですけども、朝方、ウォンサンの付近から地対艦巡航ミサイル数発を発射した

ということでございました。北朝鮮でございますけど、２００キロどうも飛んだということであ

ります。実にことしに入ってから１０回目ということで、本当に子供の花火じゃないかという感

じもせんわけでもないですけども、要は、ことしに入ってから１０回であります。禁止を求める

制裁を科する国連決議にもかかわらず、警告を全く無視して敢行されているところであります。

その中で、５月１４日の早朝に発射された弾道ミサイルは、最もどうも長い距離を飛ぶようなや
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つだったようでして、ロフテッド軌道で約３０分間飛んだということでありました。実際飛んだ

のは８００キロの距離の日本海の公海上だったようでありますけども、日本に向かって撃てば多

分七、八分で完全に届いている状態だったということが言われております。要は、数千キロか

０００数百キロかということは忘れてしまいましたけど、要は十分に日本に届く距離のいわゆる

弾道ミサイルであったということが言われております。また、聞くところによりますと、本年度

中には大陸間弾道弾が多分飛ばすであろうということが先般報道されておりました。

以上のような状況で、本当に危機感を感じるわけなんですが、最近の弾道ミサイル発射の際の

対応は村のほうはどうなってるんでしょうかということを第１点、お聞きしたいと思います。

それから、２点目が、武力攻撃事態が発生した場合の対応は果たしてどのように考えておられ

るんでしょうか。それと、国民保護計画、日吉津村のをつくっておられます、これの村民への周

知状況はどうなんでしょうかということであります。

それから、４点目が、訓練の必要性、国民保護法制に沿った訓練の必要性やその実施について

のお考えはどうなんでしょうかということについて、以上４点について伺います。

３点目が、国保会計県一本化への準備状況であります。平成３０年度から国保会計が県に一本

化される、これは皆さん御承知のとおりであります。先日、４月２６日でありましたけども、県

の担当課長のほうから県への一本化に向けました準備状況などにつきまして説明を受けたところ

であります。６月、今月には市町村との連携会議により最終案を確定しまして、７月の運営協議

会で運営方針を決定するということでありました。いまだ未確定部分もあると思いますが、現時

点の推進状況について伺いたいと思います。準備状況について伺いたいと思います。

まず、１点目が、村民、いわゆる被保険者の手続などで変更となる部分についてお聞きしたい

と思います。説明資料、本当に細かいデータ数字の入った説明資料をいただきましたけども、大

半のところにイメージということでの表記がありまして、イメージ、なかなか説明が難しいから

イメージ図になったと思いますけども、なかなかわかりづらい部分がありました。そういうこと

で、村民の皆さんには手続上どんなところが変更になるんだろうかということが非常にわかりづ

らいと思いますので、私も実はわからないんですけども、説明をいただいたらと思います。

それで、その上で、村の事務で変更となる部分はどういう点が変更になるんでしょうか。

それから、県が示す標準保険料と保険料率と、市町村が決定する保険料率の関連はどうなるん

でしょうか。この間に納付金というようなものも、給付金だったでしょうかな、入るようになっ

ております。これが県のほうから示されて標準税率とともに示されて、それで市町村のほうで保

険料率を決定するというような説明だったと思いますが、この点はどうでしょうか。
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それから、保険料率が現在のところ４方式で行われております。固定資産、所得など、ほか２

点の４方式で決められとるわけですけども、これが３方式、固定資産割合を除くというようなこ

とも検討されとるということでございました。この点はどのように判断されておりますでしょう

か。最終的には何か市町村の判断によるということであったように記憶いたしております。

それから、最後に、村の国保、今、特別会計、このたびも上がっておりますけども、いわゆる

特別会計は残るんかどうか。あるいは村の国保基金、残りの取り扱いはどうなるんだろうかとい

う非常にちょっと５点、多くなっておりますけども、この点についてお聞きしたいと思います。

また、必要があれば再質問をさせていただきたいと思います。以上です。

○議長（山路 有君） 石村長。

○村長（石 操君） それでは、井藤議員の一般質問にお答えをさせていただきます。

まず最初に、議会基本条例に関する内容で、議会の議決事件の拡大に関する考えはということ

で質問をいただいております。

それぞれの丸が４つございまして、過去の執行部での検討の有無ということで、地方分権改革

当時ということのようでありますけども、それは２０００年の地方分権一括推進法の際にいろん

な議論をしたのかということでありますけれども、それは本当に大きな量の、たくさんの数の条

例などを法律に基づいて変えたわけですけれども、それは国の指示に従った部分が大きかったと

いうふうに思っております。地方分権一括推進法を施行を間に合わせるというのが精いっぱいで

あったかなというふうに、その当時は思ってました。今で見るとそういうふうに思ってます。そ

れからさまざまなことで行革を中心に分権改革が進んできた。そして、それは地方も国の交付税

の削減等によって職員の定数やさまざまな経費の節減などを中心にしながら分権に臨んできて今

日があるというふうに思っておりますので、その分権改革一括推進法を経てさまざまな取り組み

を今日まで、２０１７年までやってきたと。さらにこれからもやってく必要があるということで

考えております。

それから、議決事件についての件につきましては、議会基本条例の協議の際に総合計画の基本

構想など、必要最小限の議決事件の追加としていただくように議会のほうにお願いはさせていた

だいたところであります。

必要性に関する村長の判断とその理由というところでありますが、現在は具体的にこういうこ

とで議決はということでは議論が始まってないというふうに思ってますので、その一つ一つの事

案について判断を加えていく必要があるというふうに考えておりまして、今の段階でその議決事

件を加えて、そしてその案件に対して執行部としての課題を整理してというようなところに至っ
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ていないということでありますので、今後、議会の中では政治倫理条例や、さらには議会の議決

条例を考えていかれるということでありますので、その機会をかりてタイミングをいただいて議

論をしていけることができればというふうに考えるところでありますので、議会機能の強化のた

めということで、さきの政治倫理、そして議決条例等についてまた議会の中で御議論をいただい

て、さらには執行部と議論ができる機会を与えていただきますようお願いをするものであります。

それから、次に、国民保護計画への対応はということでございまして、先ほど隣国からの弾道

ミサイルの発射の様子等が議員からありましたけれども、まさしく毎週ごとに発射されるという

ことで、懸念はしても、じゃあ地方自治体として何ができるのかということでは、本当に村民の

皆さんにそういうことをお示しができないということで、非常に遺憾に思っておるところであり

ますけれども、あくまでもここの部分については国の仕事であるというふうに考えております。

最近の弾道ミサイル発射の際の対応はということでありますけれども、今のところでは県内に

落下が予想されると判断された場合には、国県を通じてＪ－ＡＬＥＲＴで行政無線が流されると

いうことでありまして、屋内にいらっしゃる方はなるべく窓際から離れて壁際で避難をするとい

うことや、屋外にいらっしゃる方はなるべく強固な建物に避難をするというような内容になって

おりますけれども、実際の本当にミサイルが特定の日本内に、県内に落ちると、落下するという

予測ができたときに、じゃあ村のイベントで海浜公園にいらっしゃった、また日野川河川敷にい

らっしゃったというときに、村民の皆さんが避難することは到底無理だというふうに考えますの

で、実際のそういうことではないと、政府の方々はどんなふうにお考えになっていらっしゃるの

かよくわかりませんけれども、そんな対応では到底到底村民の皆さんも国民の皆さんも決して納

得はしていらっしゃらないというふうに思うところであります。今のところは鳥取県に影響がな

いということで避難行動等については、先ほど申し上げたようなことをホームページ等で周知を

しておるところであります。

それから、武力攻撃事態が発生した場合の対応ということでありますけれども、この事態につ

きましては、ゲリラ、特殊部隊による攻撃が１つ、弾道ミサイル攻撃、先ほどの隣の国の弾道ミ

サイル攻撃もあるわけであります。これ２つ目。それから、航空攻撃、いわゆる飛行機でやって

くるというものであります。それから、４つ目が着上陸侵攻ということで、上陸をして侵攻を受

けたというときの４種類があります。武力攻撃が発生した場合には、速やかに第一報を受信、伝

達するとともに、県等関係機関などに連絡を密にし、情報収集、被災者の救助、被害の拡大防止

等の対応措置を行いますということになってます。Ｊ－ＡＬＥＲＴにつきましては、先ほど弾道

ミサイル攻撃が発生した場合に、国を通じて県も判断しながらＪ－ＡＬＥＲＴのサイレンが流さ
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れるということでありますので、非常に決め手に欠ける内容であるというふうに考えております

ので、できるだけのものを流していきたいというふうに思うわけですけども、先ごろの新聞では

鳥取県が６月７日の報道では、北朝鮮が発射したミサイルが県内に落下したことを想定して図上

訓練を行ったと、県警、消防、陸上自衛隊、関係機関が参加して初動対応の手順を確認されたと

いうことであります。県によりますと、国と連携した避難訓練を実施した自治体があるが、県独

自の図上訓練は全国初ということでありました。県は来年２月、国と合同でミサイルの落下やテ

ロを想定した国民保護訓練を実施する予定だということで、国民保護訓練を実施する予定だとい

うことでありますので、それは町村も一緒になってやっていくのかなということで新聞報道では

受けとめておるところであります。この県の６日にされたミサイルが発射されて県内に落下をし

たという想定さえも、どこに落下したかがその想定が私のところには明らかにされていないと思

ってます。東部なのか中部なのか西部なのか、全県なのかということで、それは対応の仕方が全

く変わってくるであろうというふうに考えておりますので、いかにも判断のしづらい状況にあり

ますけれども、世界の状況で北朝鮮の状況やその他の国の状況を考えますと、いつ武力攻撃なり

テロ攻撃等が発生をしても不思議ではない事態になっておりますので、井藤議員御懸念のとおり

だということは村民の皆さんや国民の皆さんの共通した認識であろうなというふうには思います

が、でも、国民にはどうすればいいのかと、国民が納得のいく説明は、その避難の方法等は国か

らまだ示されていないというふうに私は受けとめておりますので、御理解をいただきたいという

ふうに思います。全国でもことしに入って秋田県、山口県などが国と連携をして実施をされて鳥

取県はそんな状態でありますので、今後の取り組みになると思いますが、ミサイルがどんな状態

でいつ発射されるかわからない状態の中で、村民の皆さんに私自身がこんな答弁をすることはい

ささか不謹慎ではありますけれども、そういう状況でありますので、あえて申し上げて御理解を

いただきますようお願いをするものであります。

次に、３点目の国保会計県一本化の準備の状況ということでありますけれども、県としてはこ

れまでの話では、昨年の１２月までには市町村の標準保険料を示すという言い方でございました

が、それがされていないということで、井藤議員の質問の先ほどの話の中では６月に市町村にそ

の案を出して、７月には決定をしたいというような意向だということでありますので、本当に住

民の皆さんに御理解いただく機会が減ってしまったなあというふうに思ってます。

それから、保険料率の４方式から３方式に今、変更ということで、固定資産割の部分を県がこ

んな数字が出ますということは昨年言われましたけども、市町村としてその固定資産割を除いた

らなんて議論はしたことがありませんので、それはちょっと違うんかなというふうに私は思って
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ます。県が出された数字だと思ってます。それは、今、固定資産持たない被保険者もいらっしゃ

いますので、そういう発想はあるのかなということで考えたときには、本来は資産の受益や資産

の保有高でもって医療給付が受けられるというものではありませんので、そこの国保税の徴収の

所得の基準の一つになっておること自体は多少違和感がありますけれども、でも、これまで長ら

くやってきたその国保の中で、資産割の部分を外そうという議論は県内の町村で出してないと、

議論をしたことがありませんので、そこの議論はちょっと私のほうでは理解をしていないという

ことがありますが、そのようなことを申し上げてお答えをさせていただきますけれども、現在、

現時点での進捗状況についての御質問ですが、１つ目の被保険者の手続等で変更となる部分はと

いう御質問でありますが、現時点では特にないというふうに考えております。職場の健康保険に

加入したときややめたときに国保の喪失・加入手続が必要なことは従来どおりでありまして、引

っ越しをされた場合の前住所地と新しい住所地での届け出も今までと同様に必要となります。現

在は保険者が各自治体ですので、住所が変わると前住所地では、前の住所地では資格の喪失、新

しい住所地では資格の取得となっておりましたけれども、平成３０年度からは保険者が鳥取県一

本に、鳥取県がなりますので、県内での住所変更の場合は、当然ではありますけども、資格自体

を喪失、取得することはありませんけれども、ただ、手続としては各住所地での適用終了、適用

開始の届け出が必要となってまいります。

また、高額療養費などの給付金を受ける手続も同様で、全ての手続は従来どおり各市町村の窓

口で行うことになります。

村の事務で変更となる部分ですけれども、月々の国民健康保険団体連合会を通した医療費の支

払いがなくなるということであります。県へ請求を回すことになります。かわって県から請求さ

れる納付金を自治体は払うということになります。医療費を納付金として払うということになり

ます。

県が示します標準保険料率と市町村が決定する保険料率の関連でありますけども、もともと県

が示す標準保険料率は各市町村の納付金の支払いができるように計算をされたものになります。

したがって、これを参考に、各市町村で保険料率を決定することとなります。あくまでも保険料

率を決定するのは市町村であります。しかし、県の示す保険料率が重要な基準になるというふう

に考えております。

保険料率の４方式から３方式への変更の予定はということで、先ほど申し上げましたように、

所得の基準として本人の保険税の算定方法は所得に率を掛けた所得割、それから固定資産税に率

を掛けた資産割、個人に一定の金額を掛ける均等割、世帯に一定の金額を掛ける平等割の合計額
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となっておりまして、これを４方式と呼んでおるところであります。県内の市町村は全てこの４

方式の算定方法を行っており、県では将来的な３方式変更の検討が行われておるようであります

けれども、市町村には具体的な提案はないということでありますので、平成３０年度の制度改正

時点での３方式への変更はあり得ないというふうに考えております。

最後に、村の国保の特別会計についてはこのまま残ります。前段で申し上げました医療費の支

払いと納付金の支払いについては大きく変更になりますが、事務のやり方が変わると流れが変わ

るということでありますけれども、国民健康保険事業の窓口はあくまで市町村でやります。税や

交付金関係の収入や給付事業や負担金等の支出などがございますので、国保特別会計は継続をし

てまいるという、まいらなければならないということであります。

また、基金の取り扱いについてでございますけども、各自治体が保有しております基金につき

ましては、平成３０年度の制度改正後も残して引き続き積み立てを行いながら不測の事態に、不

測の事態というのは医療費が伸びて、いわゆる県から来ます、これだけ払いなさいよという納付

金が高額になる、ふえていく可能性がありますので、それを不測の事態ということで備える必要

があるというふうに考えております。

以上が県と市町村によって検討が行われてきたところでありますけれども、細部に至ってはま

だ検討途中でありますので、これからも県と市町村と連携して協議を行ってまいるわけでありま

すけれども、時間的にはもう猶予がなくなってしまったというふうに思っております。住民の皆

さんに制度改正の御説明をしっかりして、納得していただくような時間をとるためには非常に厳

しい段階まで来たなというふうに思っておりますので、御理解をいただきますようお願いをして、

以上で井藤議員の一般質問に対するお答えとさせていただきます。

○議長（山路 有君） そうしますと、これより再質問に入りたいと思います。

井藤議員。

○議員（８番 井藤 稔君） それでは、詳しく答弁いただきましたけど、いま少しちょっとお

聞きしたいと思います。

まず、議決事件の拡大に関する考え方の関係です。結論的にはほとんど検討されてないという

理解でよろしいでしょうか。地方分権推進法の推進の絡みで大変お忙しかったろうなということ

がわかりますし、それから、平成２３年の地方自治法の改正のときも、経緯もあります。そうい

う中で、私も平成２４年段階のちょっと一覧表が県内にもありまして、果たして鳥取県内の町村

で検討されとるところあるだろうか、どうだろうかと、詳細はちょっと省略しますけども、大半

のところ、４市９町でやっぱり追加議案を議決しております。４市９町だったと思いますけども。
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智頭町などでは６つ追加、議決事件、要は９６条第２項による６つあれしとりますし、それから、

北栄町は８町です。このあたりは把握しとられますか。どうでしょうか。

○議長（山路 有君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 議決事件につきましては、一応、一覧表の中で各市町村がどういう、

いつ施行されてどういう内容でということは調べをしております。

○議長（山路 有君） 井藤議員。

○議員（８番 井藤 稔君） 知っとられる、把握はしとられるわけですね、その点はね。先ほ

どの村長の答弁では必要最小限度でということであったかと思いますけども、必要最小限度も何

もない、今のとこでいわゆる９６条第２項に基づく追加した議決事件は一つもないですよね、本

村の場合は。それと比べてこういうふうにその都度的確に対応されて規定してきとる町村もある

わけでありまして、このあたりを見られての考えちゅうのはやっぱり相変わらずあれでしょうか、

必要最小限度でということなんでしょうか、どうでしょうか。その点ちょっとお聞かせ願いたい

と思います。

○議長（山路 有君） 石村長。

○村長（石 操君） 中身を見させていただきますと、いわゆる定住自立圏等の内容が多くを

各市町村が占めておるというふうに思いますし、それから、介護保険の事業計画なども定められ

ておる町もありますけれども、介護保険そのものは議決というより、それは広域連合の中身にな

りますので、なかなか踏み込みにくいところがあるというようなところがある。我が村で見れば

あるかなというふうに思っております。そのような答弁になるかなというふうに思っております。

あと、個別に我が村で必要になるのかというその町の内容を見ますと、じっくり分析をしたわけ

ではありませんけれども、そんな内容です。極端なところでは町民の選考に関することなども条

例ができて議決案件になっておるようであります。

○議長（山路 有君） 井藤議員。

○議員（８番 井藤 稔君） わかりました。今おっしゃった名誉町民どうだこうだというよう

なのも確かにありますけども、やはり基本構想、あるいは及び総合計画ですよね。平成２３年の

ちょうど地方自治法の第２条から消えたときに、やはり検討されて、そういうところを規定され

たり、それから、都市計画マスタープラン、あるいは高齢者保健福祉計画は先ほど村長おっしゃ

いました介護保険事業計画、それから、次世代育成行動計画、それから、きのうも報告事項の中

で質疑出ておりました、いわゆる土地開発公社の関係なんかもきっちりこの段階で、平成２３年、

２４年のあたりでやはり検討しとる自治体もありますので、ひとつ今からでも遅うないわけです
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ので、ひとつできるだけ、できるところはやはり検討していただきたいと思います。二元代表制

ということでずっと戦後進んできとるわけですし、だけども、やはりそこにもその狙いちゅうの

はやはりある程度そういうことで両方執行部のほうも議会のほうも十分承知しながら一応お互い

に検討していくという、そのよさがやはりその部分では出てきて、初めて二元代表制が生かされ

るわけでして、その部分でぜひ今後のことですので、ひとつ検討をよろしくお願いしたいと思い

ますが、どうでしょうか。

○議長（山路 有君） 石村長。

○村長（石 操君） 中身は議決事件ですので、条例の中で議決案件に加えるか加えないかと

いう議論は二元代表制だということでありますけれども、両方のサイドで議論をしながら着地点

を議決事件に加えるなら着地点を求めていく必要があると。うちの一方的なというか、うち、執

行部側が議決事件をこれをお願いしますという言い方にはなかなかなりづらいのは、議会として

はここが分権改革なり議会の権能を高めるというような議論、そして村民にとって必要な議論、

村の方向性を定めるために必要な議決というところでの執行部と議会との議論ができればいいか

というふうに思いますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山路 有君） 井藤議員。

○議員（８番 井藤 稔君） 時間の関係がありますので、２つ目の国民保護計画の関係につい

て質問させていただきます。村のほうでもこういうことで膨大な、これは随分前につくられたん

でしょうか、２５年の３月７日に一応改正されまして、新しいのを出しておられます。本当に膨

大なんですけども、実際、逆に言えば、これは余りにも防災計画と一緒でわかりづらいですよね。

とてもわかりづらい。だから、わかるものをと思って、出てないだろうかと思って、私もホーム

ページ見させてもらいました。そしたら、いわゆる１枚だけ載ってました。あれでも十分わかる

なあと思いますし、村長言われるように、どこに落ちるかわからんもんをということはあります

けども、落ちる危険性はあるわけですよね。いわゆる米軍基地もようけようけ日本にある。米軍

基地があるのがいけんって言っとるわけじゃありませんよ、そりゃあ。そういう意味ではなくて、

あって私はいただきたいと思うんですけども、狙われる可能性はあるわけですよね。当然に０

００キロも０００キロも飛ぶような状態で実際に到達点は近いけど、さっき言ったように何と

か方式というようなことで遠くまで飛ばせるものを制御しながら一定の目標に向かって落として

いっとるという状態だと私は思いますし、それから、もう今年度内にはもう大陸間弾道弾ですよ

ね。平壌からアメリカまでは大体どれぐらいあるとお考えですか、距離が。（発言する者あり）

いや、それは考えていただくあれじゃないです。１万０００キロですよ。だから、そこまで飛
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ぶような大陸間弾道弾が飛ぶような、今、時期になってきとります。それから、ちなみに、平壌

から日吉津村まではどれぐらい距離ありますか、日吉津村から平壌まで。考えてみられたことあ

りますか。（「０００キロ以内」と呼ぶ者あり）９００……（「０００キロ以内」と呼ぶ

者あり）０００キロ以内。ああそうですね。私ちょっと地図ではかってみました。７２０キロ、

直線距離でです。ですから、大陸間弾道弾でぼんぼんそういうようなの飛ばすような、あるいは

すぐにはそこまで行かなくても、今までの弾道ミサイルでも十分に飛んどるわけですよね。だか

ら、落とそうと思や落とせるんです。あるいはそういうような危険、原発なんかもあるわけです。

そういうところをやれば、彼らも当然場所知ってますから、そこ向かって落とします。ですから、

やはりそれぐらいのやっぱり危機感を持ってやっぱり準備していただいたほうがいいじゃないか

なという気がしますので、これは釈迦に説法かもしれませんけど、そのように思いますので、ひ

とつよろしくお願いします。

それで、私が知りたかったのは、最近、弾道ミサイル発射の際の対応は、これお聞きしました

のは、こないだから何発か最近飛びだしたから県のほうではああいうことで危機管理官ちゅうん

ですか、あれ以下今、知事が先頭に立ってやっておられますよね。やっておられます。だけども、

いわゆる中央からいうことでいわゆる弾道ミサイルが発射になったちゅうことで、中央からおり

てくるわけでしょう。官邸から内閣府におりて、それから何ぼかの情報伝達のラインがあります

よね。情報伝達ラインがたしかあったと思いますけど、そういうようなことで、さっき話出てた

Ｊ－ＡＬＥＲＴなんかは直に私どもの、ここへ来ますよね。だけども、いわゆる行政の緊急メー

ルなんかは、これは多分行政のほうのラインを通じて来るのが主になるんじゃないかと思います

けど、ですから、そのあたりで判断されて、村長のほうがこうせえ、ああせえということで対策

本部、もしできとればその中で、あるいは事前にもう多分村民の方に知らせていただけるという

ことになろうかと思っとるわけですけども、こないだからどんどん飛んどる中で、県の知事以下

が県のほう集まってやってますよね。ああいうことで検討をやってます、訓練を。あの流れで村

のほうには何も入ってきてないんでしょうか、どうでしょうか。その点をちょっとお聞きしたい

と思います。

○議長（山路 有君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 県のほうからはファクスなりこのミサイルの関係については情報が

来ておりますけども、村に来た場合には多少ずれがあって、時間のたったときに来てるんですけ

ども、内容が一応県民の皆様は平常どおり生活してくださいという情報で、鳥取県内に影響がな

い場合は特にそういう情報しか入ってきません。特に鳥取県に影響があった場合はそのＪ－ＡＬ
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ＥＲＴが鳴って、もう直接流れますので、村民のほうに防災行政無線が自動的に流れるという流

れになってきますので、現在のところは影響がないという中での情報伝達ということになってお

ります。以上です。

○議長（山路 有君） 井藤議員。

○議員（８番 井藤 稔君） わかりました。要は、情報が来ておればそれに基づいて何らかの

手は打っていただける。ですけども、今までのところ、全然その状況わかりませんから、果たし

て入ってきとるんだろうかどうだろうかと、行政を通じてという心配がありまして、これは聞か

せていただきました。的確に、要はどうにもなかなか対応が難しいということで、でも逃げとれ

る問題じゃありませんので、そういうときこそやはりそういうのを受けながら、もうちょっと進

んでこうなったら、ああこうなったらどうするかということをやっぱり考えていただく機会を設

けてもらう、あるいは訓練をやっぱり１回はしてみてもらうと。今までありますか、この関係で

訓練、村でされたり、あるいは参加されたりしたことありますか。

○議長（山路 有君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 村内の訓練はしておりません。

○議長（山路 有君） 井藤議員。

○議員（８番 井藤 稔君） ぜひ対応して訓練もやっぱりできるだけ１回やれば随分わからん

こともわかってきますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。

先ほど村長のほうからいわゆる武力攻撃事態ということで、着上陸侵攻あるいはゲリラや特殊

部隊、あるいは弾道ミサイル攻撃、あるいは航空機攻撃、４形態について多分話、さっきはされ

たんだと思いますけども、これに基づく、例えばＪ－ＡＬＥＲＴは同じでしょうか、どうでしょ

うか。どのように把握しておられますか。

○議長（山路 有君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 一応、Ｊ－ＡＬＥＲＴについてはちょっと多少地震とは違いますけ

ど、武力攻撃の場合は同じサイレン等鳴るということであります。

○議長（山路 有君） 井藤議員。

○議員（８番 井藤 稔君） そういう部分も、多分村民の皆さんはほとんど知っとられないと

思いますので、ちょっとこれはこうなんだよ、これはこうなんだよということがわかるような広

報をしていただいて、ひとつ対応をよろしくお願いしたいと思います。よく防犯講習会なんか出

ますと、寺田寅彦の正しく知って正しく恐れるということがよく話、出されますけど、やはりし

っかり知っとらんことには対応がやはり難しくなります。なおかつ、国民保護法制の場合は、そ
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の事案が発生したときにそこにおる全員が対象になります。だから、旅行に行きとった人も、う

なばら荘に泊まっとった人も、イオンにショッピングに来とった人も、全てが対象になりますの

で、そのあたりも考えながら、最低限村民には正確な情報を提供していただいて対応ができるよ

うに、ひとつよろしくお願いしたいと思います。これはお願いの部分になります。

最後の国保の会計の県の一本化への準備状況について質問させていただきます。要は本当に、

先ほど言いましたように、随分詳しい資料をいただいて説明を受けましたけど、本当、私、わか

らんでした。まだこれから検討になって決まっていく部分があるということだろうなとは思いま

すけども、その中で、今、一つ聞いとって一番、１つ、１点だけちょっと確認したい点がまずあ

ります。保険料率の４方式から３方式、村長、聞いとられんっておっしゃいましたけど、これ、

資料がありまして、これどっか説明資料で使われたんだと思いますけど、これは県のほうでやっ

てますし、それから、いわゆる納付金、要は県のほうで標準税率を出して全体の状況にあわせて

納付金をやって、この納付金の金額を決めて市町村に出して、それに基づいたような、どっちか、

先、計算が先かというのは、なかなか難しい部分もあろうかと思いますけども、それでもって決

める、それから、この３方式にいわゆる４方式にするか３方式にするかについても、村のほうで

検討するというようなことだったですけども、そういうような方法にはなってなかったでしょう

か、どうでしょうか。

○議長（山路 有君） 石村長。

○村長（石 操君） 納付金の件については担当課長が申し上げますが、去年、時期ちょっと

覚えてませんけれども、市町村長を集めて、その前段だったと思いますけれども、３方式で試算

がされて出されました。その中で、その会議の中で、市町村長は誰も３方式でやれやいというよ

うな、やっていこうというような議論、したこともないので、県が出されるのが非常に心外だな

という話をしたことを覚えておりますので、そんなことがあったなあということで、それは町や

市の、村のそれぞれの自治体の事情があるので、そこの議論はしっかりしてないということだと

いうふうに私は受けとめてますので、３方式の論があるにしても、３方式は成立は今のところは

しないだろうというふうに思ってます。県が３方式でやれという言うことでもないし、議論をし

てくださいということでもなかったというふうに私は受けとめております。担当者の会でどんな

議論をしておるかわかりませんけれども、首長の範囲では３方式でやっていこうかなどという議

論はされてない。それから、県がそれは市町村の取り組みだと、判断だということが言われたに

しても、我が村は従来どおり４方式でやろうかということだし、県内の市町村も４方式でやると。

全市町村が４方式でやるというふうに担当から聞いてますので、資産割をする、せんという議論
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はしてないというふうに私は理解しております。あと、納付金の件については担当課長からお答

えします。

○議長（山路 有君） 小原福祉保健課長。

○福祉保健課長（小原 義人君） 井藤議員の御質問にお答えします。まず、さきの３方式、４方

式の補足ですけれども、３方式、４方式、決めるのは各市町村というのは間違いないです。それ

で、４方式、県内、今、全ての保険者が４方式でやっております。ただ、先ほど村長が申し上げ

ました担当者の会の中では、やはり４方式というのにちょっと疑問を感じるというところの議論

も結構ありまして、それで３方式ということでも算定をしてみたらどうだというような担当者レ

ベルの話がありました。そこで、県のほうは、それを受けて一応３方式という提案をしたんです

けれども、やはり市町村長さんの間では、今４方式でそれを変える必要はないという判断で、そ

の議論はもう消えて、今の３０年度の改正では消えておりますので、３０年度の改正に当たって

は４方式で向かうという方向性で進んでおります。

それから、保険料の納付金のことなんですが、これはまず県が計算をしまして、ここの例えば

日吉津村であれば過去の医療費がこのくらいかかってる、所得がこのくらいあるということで、

これを計算をしましてはじき出してきます。それは納付金という形で日吉津村から県へ納付する

という流れになります。それで、県がこれからは財布を１つに持ちますので、各市町村からそう

いう納付金で集められてきたものを１つの財布にまとめまして、それからそれぞれの市町村でか

かった医療費を今まではそれぞれが国保連合会を通じて医療機関に支払いしてたものを、今度は

県が全てそれを一括して国保連合会に支払う、そして医療機関に払うという流れになります。以

上です。

○議長（山路 有君） 井藤議員。

○議員（８番 井藤 稔君） ありがとうございました。大体わかりました。資産割の部分につ

きましては、えらいこだわるようですけども、要は、資産割が入ってくることによって非常に不

公平じゃないかと。不公平の理由も二、三おっしゃってましたけど、例えば、私余りよう覚えて

ない。１つが、例えば固定資産など、例えば日吉津で言えば村外に持っておられる人、これは非

常に評価されませんよね。特に対象が小さかったりあれしたりというやなこと、不公平なんかが

あるから、それはいわゆる資産割からは評価方式の４つから外していくがいいじゃないかという

説明であったと思います。ですから、またそういうような説明が場合によってはぶり返してくる

可能性もあるかもしれないなというふうに今、多分まだまだこれから詰まっていくところが多い

かと思いますけど。ともあれ、来年１月からはもうそれこそ具体的な準備に入っていきますよね。
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ですね。３０年度からもう県のほうに一本化されるわけですから、具体的な準備に入っていくと

いうことで、いわゆる今後のアクションプログラム、向こうのほうも示しておられましたので、

ひとつそのあたりは、今後大変と思いますけど、ひとつ対応をよろしくお願いしたいと思います。

やはり気になりますのは、制度変わるわけです。なおかつ、そのいわゆる医療費が膨大に膨らん

でいく中で制度が変わるということでして、いわゆるその激変に耐えれない人も出てくる可能性

があります。じゃないだろうかなと思います。そのあたりが、いわゆる法定外の措置がとれるん

か、果たして、今後という、あるいはそういう部分をすくっていくんであればどういう形で県の

ほうはすくっていくように考えとるんだろうかなという、やはりその点、心配がございます。そ

れで、いわゆる特別会計が村のほうにまだ残りますかってちょっとお聞きしたのはそういう意味

もありました。これはどうでしょうか。残るという、特別会計、残るって、どういう形で残るよ

うな形になりますか。もしよろしかったらお聞かせ願いたいと思います。

○議長（山路 有君） 石村長。

○村長（石 操君） 激変緩和にも触れられましたので、先ほどお答えした中で会議の中、首

長の会議の中で激変緩和の制度を措置をしないと、到底被保険者が保険料の一気の上昇は耐えら

れませんよということで、政府にその方向を問いただすということで県の担当部局に質問を申し

上げましたが、そのときには激変緩和を考えておるであろうなという話はありましたけれども、

その後の返事というのは直接はございませんので、激変緩和はしていくよという方向で、激変緩

和を我が村がすると国の金を使うかもしれませんけれども、後年度にその分を返してくださいと

いうことになりますので、今までのうちげが国保に一般会計をつぎ込んどったようなことという

のは大変難しいのかなというふうに思ってますけれども、まだまだそこは最終判断をするに至っ

てないというふうに僕は見てます。それはうちの村でこないだ県が示しました標準保険料率、こ

のぐらいになりますよというのは、資産割を外した数字でしたので、とんでもない数字でしたの

で、到底、到底これは耐えられんということでそんなことを考えておりましたし、激変緩和はぜ

ひともやっていかなければならないと。国がどうであろうとやっていかなければならないという

ふうに私は思ってますので、そのことを申し上げて、それから、国保の、肝心の質問の国保が残

るというのは、給付金を払っていくと。いわゆるその医療費の必要部分を払っていくという会計

を持たなければなりませんので、それから、個人給付があるだかいな払うだかいな、うちげの会

計通るだかいな、個人給付など給付サービスなどがありますので、それらも支払いをしていかな

ければならないということですので、国保会計の特別会計は残していかなければ制度としてはや

っていけないということになりますので御理解をいただきたいと思います。
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○議長（山路 有君） 井藤議員。

○議員（８番 井藤 稔君） ありがとうございました。本当に大事な時期に来とりますので、

実質的に本当にいい成果が上がるいいますか、本当に村民が安心して対応できるようなシステム

になるように、ぜひよろしくお願いしたいと思います。以上です。ありがとうございました。

○議長（山路 有君） 以上で井藤稔議員の一般質問を終わります。

○議長（山路 有君） 続いて、９番、松田議員の質問を許します。

松田議員。

○議員（９番 松田 悦郎君） 議席９番、松田です。

最初に、安全安心な村づくり意識調査の実施について質問いたします。

安全安心な居住環境づくりや高齢者、福祉、子育て支援の充実、また定住、移住の方に対して

村とウイン・ウインの関係づくりをするなど、住民の多くが本村に対して期待が高まっている状

況があります。

そこで、住民対象に行財政改革推進プランの評価や地方創生事業の実施状況、財政状況の関心

度、行政職員の対応、村広報誌の関心度、村広報誌折り込みの必要性、１１３チャンネルの関心

度などなど、行政が主体を持った村づくり事業に対して行政も一度原点に戻り意識調査をアトラ

ンダムに実施すべきであります。この調査は全国の多くの自治体でも住民ニーズを的確に捉える

ことを目的に意識調査を実施しております。

日吉津村では第６次総合計画で移住、定住、子育て支援、雇用支援、地域づくりや地域連携な

どを柱として地方創生総合戦略を展開していますが、これまで村が行っています意識調査は特定

の事業に関してだけの意識調査が行われてきたように思います。しかし、住民に行政事業全般に

対しての意識調査は行われたという記憶はないと理解しています。そうであれば、ぜひ住民に対

して意識調査を行い、その結果、住民が行政に対しての考えや行政に対する意識や見識を高めた

り、そうでなければその事業に対して再検討を行う必要があります。この意識調査を実施する最

も重要なことは、地方創生の課題である成長戦略も含めた政策など、２１世紀も引き続き継続で

きるよう取り組みを行い、魅力的なまちづくりの推進や快適で安心した生活環境の構築を共同す

るためにも実施すべきであります。

そこで、日吉津村でも住民を対象に村行政事業に関する住民意識調査を取り組むべきと思いま

すが、見解を伺います。

次に、北朝鮮問題の有事対応などについて質問します。この質問は同僚議員とたまたま同じ質
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問になってしまいましたが、御理解をお願いします。

最初に、日吉津村保護計画にうたっていますように、戦争を肯定するものではありませんし、

絶対に戦争はあってはなりません。あわせて、戦争を防ぐため、最大限努力することは当然であ

ります。しかし、現実の北朝鮮問題はミサイル発射などや拉致問題とあわせてどこに怒りをぶつ

けてよいのか本当にいらいらする毎日であります。特に米軍によるシリアへのミサイル攻撃が行

われて以来、一触即発状態にあり、その関連ニュースが連日のようにマスコミ報道されている中

で、いつ何どきに有事が起こらないとも限らない毎日であります。この北朝鮮の弾道ミサイル発

射実験を行う行為や挑発行動についてこれだけ世界各国が関心や注目している中で、北朝鮮は毎

週のようにミサイルを発射させていますが、特に５月２９日の弾道ミサイルは島根県沖３００キ

ロの排他的経済水域内に着弾させました。政府や国連の対応は、この行為は断じて許さないと同

じことを何度も言ってますし、特に心配なのは、北朝鮮からの弾道ミサイルが日本海に着弾した

際に、漁船や飛行機に被害が出たらどう対処するのでしょうか。また、仮に北朝鮮が弾道ミサイ

ルを日本に向けて発射した場合には、７分から８分、長くても１０分以内に日本に到着すると言

われております。

そこで、政府はことし４月２１日に北朝鮮の弾道ミサイルに対する住民避難訓練を早期に実施

するよう都道府県や市町村に求めたり、企業や業界団体、学校などでもミサイル被害時の対策が

検討され、学童、保護者への通知なども行われたと聞いております。

そこで、日吉津村でも国民保護計画の中で武力攻撃など有事の予測事態において村長は村民に

対し、迅速かつ正確な情報提供を行うとあります。村でもこの対応は既に検討されていると思い

ますが、この有事対応の避難訓練について同僚議員と重複しますが、どのように考え検討されて

いるか伺います。以上です。

○議長（山路 有君） 石村長。

○村長（石 操君） 松田議員の一般質問にお答えをしてまいります。

最初に、安全安心な村づくりの意識調査をということの質問でございまして、行政が主体性を

持った安全安心な村づくりの意識調査をアトランダムに実施すべきであるということであります

が、アトランダムな意識調査ということで申し上げますと、平成２３年に第６次総合計画を策定

のために村づくりアンケートとして健康や福祉、生活環境、産業振興などさまざまな施策の満足

度や重要度、職員の村民対応など、意識調査やアンケート調査を実施をいたしております。

あわせて、中高生に対しても調査を実施した実績がございます。

このほかにも、広報誌など情報提供の媒体の関心度についてのアンケート調査、自治基本条例
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の活動アンケートを実施しております。各課においても、子育て支援事業計画や健康づくり、男

女共同参画などさまざまなアンケート調査をその都度やっておるという内容であります。

また、地方創生において転出入の理由や事業所に対しても意識調査を実施し、総合戦略の策定

に生かしておるところであります。最近ではワーク・ライフ・バランス事業において事業者への

調査も実施をしておるところであります。先ほど、高知県の大川村の話が、町村総会の話が出ま

したけれども、テレビ報道を見ておりましたら、若い住民の皆さんが、あら、議会は、いや、町

はそんな議論してらっしゃるの、もうちょっと聞いてみないけんなというような関心度の低さの

テレビ報道が流されておりました。住民が４００人しかいらっしゃらないということであります

ので、そのような村でも５００人の人口の村でもなかなか住民の皆さんの意向を把握して、そ

の方向で村づくりを、地域づくりを進めていくのかが難しいというふうに考えておるところであ

りまして、松田議員の御質問の内容はやっぱり住民が求める方向を調査等で的確に把握していく

べきではないかということでありますので、たまたま大川村のテレビを見ましたので、そんなこ

とではやっぱり我々がやっておりますアンケートや啓発活動もある意味そういうレベルなんだな

と思って改めて受けとめて知恵を出しながら今後も必要に応じて村民への意識調査や政策に反映

するためのアンケートなどにやっていくということで予定をさせていただくことになりますので、

御理解をいただきますようお願いをするものであります。

それから、北朝鮮の有事対応、いわゆるミサイルが発射をされておるということについての答

弁は、先ほどの井藤議員の答弁で申し上げたところでございまして、基本的には国が情報を流す

のを受けてＪ－ＡＬＥＲＴが流されてくると。そのときに村民が対応をするということでありま

すし、避難訓練については今まで考えてもみませんでしたけれども、国民保護計画の中では有事

に対する避難訓練等もしなければならないということにしておりますので、６月６日に県は図上

訓練をされたということで、それを受けて、また２月には国民保護訓練を実施されるということ

が報道をされたところでありますので、到底単独での想定の訓練などは難しいというふうに考え

ますので、それらの議論を待つというわけではありませんけれども、積極的に取り組みをしてい

きたいというふうに思いますが、井藤議員にもお答えをしましたように、お隣の国のミサイルが

とにかく上がるのは上がるということでありまして、日本がその迎撃ミサイルを持っておるとい

う状況はありますけれども、その国が一度に数発のものをミサイルを撃たれると、こっちは対応

ができないと。撃ち落としが出るということでありますので、非常に厳しい状況がありますけれ

ども、それを、何といいますか、大変だからということで村民の皆さんも思っていらっしゃるし、

どうすればいいのかというふうに思っていらっしゃるわけでありますし、それから、今の国の指
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示で国民の皆さんが安心していらっしゃる、村民の皆さんが安心できる情報であるとは決して思

ってませんが、最低限のことはやっていかざるを得ないということでありまして、国民保護計画

や、それや、その国のＪ－ＡＬＥＲＴが決して万全なものではないと思ってます。それで、じゃ

あその矛先をどこに求めていくのかということでは、先ほど松田議員が言われましたように、そ

の腹立ちやその解決の方向を向けていく場所もないというような状況もあります。国の政府の関

係者の皆さんは、それは我々に、国民に知らされない、知らせてはならない部分で精いっぱいの

御努力をしていらっしゃるというふうに推察しておりますので、無責任になってはいけませんけ

れども、そういう意味では国民保護計画にのっとった避難訓練等を着実にといいますか、不十分

さがありながらもやって、いざという有事に備えていく必要があるというふうに考えますので、

松田議員の質問は迅速かつ正確な情報提供を行うということでありますので、そのような対応に

努めていきたいというふうに考えますので、不十分さはありますが、前の井藤議員にこの件につ

いてはお答えをして、同様のお答えになった部分があろうかと思いますけども、以上で松田議員

の一般質問に対するお答えとさせていただきます。

○議長（山路 有君） それでは、これより再質問に入ります。

松田議員。

○議員（９番 松田 悦郎君） 最初に、住民意識調査の関係について質問したいと思いますが、

今、村長の答弁の中にありましたように、いろいろなアンケート調査といいますか、意識調査を

やられたということは、一応こちらのほうでも若干調べておりましたけれども、この村民に対す

るアンケートもあったんですが、企業に対するアンケートなども地方創生の関係はあったんで、

この辺は本当に住民全体の意識調査なのかなと思って今回質問したわけですけども、今言われた

ように、いろんなさまざまなアンケート、意識調査を今までにやってこられたということで、そ

の意識調査、アンケート調査の実施された後、行政のほうの考え方や村民の意識の変化などが何

か行政のほうにどのように感じたのか、ありましたらお答えを願いたいなと思います。

○議長（山路 有君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 松田議員の御質問にお答えします。

大きなところは、総合計画など、村づくりをする場合にそういうアンケートをとって、今まで

やってる事業の業務の重要性であったり満足度、そういうものをお聞かせいただいて今後に反映

していくということで総合計画を立てております。皆さんの認知度といいますか、そういう情報

というのはなかなか直接聞くことはありませんけども、例えばこういう議会の場での御質問であ

ったり、いろんな情報を得ながら、足りない部分、例えば広報がなかなか情報としてうまいぐあ

－２０－



いいってないなとか、そういうときにまた今後そういう調査も含めて考えながら、さらに調査を

しながら村づくりに生かしていくということでやっていきたいというぐあいに思っておりますの

で、大きなところでは個別の計画とか、要はその事業を行っていくもとになる計画のときにいろ

いろアンケートをしておりますので、さらに生かしていきたいというぐあいに思っております。

以上です。

○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（９番 松田 悦郎君） 今までいろいろなアンケートされたということで、どのような変

化があったんですかと今質問したんですが、特に目につくのは健康の関係のアンケート、意識調

査があるですけども、福祉保健課長にちょっとお尋ねしますけども、さまざまなアンケートをや

っておられますが、それを結構行政のほうでは生かされていると今思われるでしょうか。

○議長（山路 有君） 小原福祉保健課長。

○福祉保健課長（小原 義人君） 松田議員の御質問にお答えします。

今一番近いところでは、この春にさせていただきました健康づくり食生活に関するアンケート、

健診の申し込みと一緒に配布させていただき、回収させていただいたところです。本当に皆さん

たくさん御協力いただきましてありがとうございました。それらにつきましては、健康づくりの

計画を立てる上でのベースとなる資料にさせていただいておりますし、その結果によりまして、

例えば保健指導をする際に、うちの日吉津村としての傾向を把握した上での具体的に的を絞った

指導ができるんじゃないかなと、そういうものできているというふうに思っておりますので、そ

ういったところで活用をさせていただいております。以上です。

○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（９番 松田 悦郎君） あちこちの課に振って申しわけないですけども、教育委員会のほ

うではもういろいろとアンケート調査は保護者の方にやっておられると思うんですけども、それ

に対しての保護者の反応などが教育委員会としてはいろんな反応を受けとめてやっておられると

思うんですが、いかがでしょうか。

○議長（山路 有君） 松尾教育課長。

○教育課長（松尾 達志君） 松田議員の御質問にお答えします。

教育委員会が直接ということではないですが、小学校のほうで保護者のほうにアンケートを行

っております。学校生活はどうでしょうかとか、子供さんの御心配ごとはどうでしょうかという

ようなこと、それは保護者ばかりではなくて、子供にも学校で楽しいか、学校に行くことがどう

か、勉強はどうかというようなことを年に数回アンケートをとっています。それを集計して１学
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期にとったものは夏休み、長期休業中、職員がそのものをベースに指導方法等、学校の中の雰囲

気づくりと学級づくりというようなことに活用はさせていただいています。以上です。

○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（９番 松田 悦郎君） 続きまして、地方創生についてちょっと質問をさせていただきた

いと思いますけども、地方創生事業の一番大切なこととして、よい意味での、よそ者の視点を持

つことだというふうに言われております。この本村でもこの視点に立っていろいろな事業の関係

を聞いたり行ったりされていると思うんですけども、そのよそ者の、よい意味でのよそ者の意見

などを聞くというところで、どのようなこの地方創生に変化があったんでしょうか。あれば教え

てください。

○議長（山路 有君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 例えば移住定住の関係とかでは、アンケート調査も転出された方と

かいろいろ調査しましたし、その関係でやはりこういう土地、こういう家があれば住みたいなと

いうようなところで移住、定住の助成をしたり、そういうぐあいに総合戦略の中でもアンケート

調査をとったものについて、いろいろ調査の結果を踏まえて事業に生かしてるということで、今

のところ、２年目になりますけども、総合戦略の各事業についても少しずつ前に進んでるなとい

うぐあいに理解しております。以上です。

○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（９番 松田 悦郎君） もう一つ、地方創生について質問をしたいと思いますけども、地

方創生事業の中でこれも言われておりますが、地方創生をするためにはその地域の強みや弱み、

魅力などを正確に把握しておく必要があるというふうに言われておりますけども、その中で日吉

津村での強みや魅力などにつきましては若干の私も理解しておるところなんですが、弱みについ

てなどは何か感じておられるのか、ありましたらお願いします。

○議長（山路 有君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 強みの逆になるかもしれませんけど、小さいことが弱みでもあるし

逆にまとまって事業ができるということでは強みでもあるというぐあいに思っておりますので、

大きな弱みというものはないというぐあいに思っておりますけども、そういうことで御理解をい

ただければというふうに思います。

○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（９番 松田 悦郎君） 私もこの最初、強みとは何ですかとか、弱み、何ですかというふ

うに思ったんですけども、弱みを探すだけでも本当になかなかなくて、ああこれなら聞いたが早
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いなということでちょっと質問させていただきました。済みませんでした。

続きまして、役場の対応についてちょっと質問をさせていただきたいと思いますけども、現在、

日吉津村では出勤簿には判を押しておられる方式をとっておられると思いますけども、いろんな

ところを聞いたりばったりしますと、タイムカード方式にやっておるところも若干聞いておりま

す。この辺ではタイムカード方式にできないという理由などが何かありましたら、教えていただ

きたいなと思います。

○議長（山路 有君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 以前検討されたかちょっとわかりませんけど、私、個人的には、今、

出勤簿で対応しておりますので、特に今、タイムカードを入れるというようなことは、課長会で

も検討しておりませんし、今そういう質問が出ておりますので、多少、課長会のほうでは相談を

してみたいというぐあいに思いますけども、現状、苦になっておりませんので、出勤簿という形

で今のところはいきたいというぐあいに思っております。以上です。

○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（９番 松田 悦郎君） 多少ではなくて、多少といいますか、少し本気で考えてもらえり

ゃどうかなと思いますが、じゃあ続きまして、全国の役場、職員の対応なんですけども、地元住

民の意向やニーズを迅速に反応されていうことが心がけてはおられるということで非常にいいこ

とだなと思っておりますが、しかし、本村ではないと思うんですけども、他市町では住民の苦情

が多いと聞いておりますたらい回し、たらい回しがどうもあるようなのでありますが、本村はな

いと思うんですけども、これを対策練るためにはアテンドサービスというのがあるそうですけど

も、この辺などを実施するなのかどうなのか、何かこの対策を、たらい回しについての対策の考

えはないかを聞きたいと思います。

○議長（山路 有君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 以前、職員の対応の中で電話受けてちょっと課をまたいでというこ

とでたらい回しという形、そういうこともありましたけども、今現在ではできるだけ、まず用件

を聞いて、しっかりと担当課で答えるという形に今とっておりますので、特に今のところはアテ

ンドサービスというようなことは考えておりませんけども、検討してみたいというぐあいに思い

ます。

○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（９番 松田 悦郎君） 次に、こないだの村長の所信表明の中で、日吉津保育所の建設を、

建てかえを考えたいというふうに言っておられましたけれども、もし建てかえの考え方が固まれ
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ば、私もいろいろネットを見てますと、一番やっぱり保育所のいいところは、自然に遊ばせると

いうことが載ってまして、それならばと思ったら、智頭町の森のようちえんというですか、あそ

この評判がすごく全国的に有名だということなので、もし建てかえを決断をされたなら、その智

頭の森のようちえんなどを参考にしてはどうかなと思うんですが、御意見を伺いたいと思います。

○議長（山路 有君） 石村長。

○村長（石 操君） 森のようちえんをとやかく言うつもりはありませんけれども、やり方と

してはありだなということでありますが、先ごろ、大麻草のことがありましたが、その辺から整

理してかからんと、あそこにどっぷりはまっていくというわけにはなりません。よろしくお願い

します。

○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（９番 松田 悦郎君） わかりました。

続きまして、高齢者の対策事業の一つとしまして、ひとつ提案をしていきたいなと思うんです

けども、日本の人口がデータ調べましたら１９７０年代には人口を抑制していかなければならな

いという時代もあったようですし、それから５０年たてば、逆に人口をふやすという時代になっ

てきております。そういう中で、その対策として愛知県の長久手市という市が行っておる事業な

んですけども、この事業と、まだまだ元気な高齢者で働く余裕がある高齢者を対象に、ワンコイ

ンサービス事業を実施しておるようでして、このワンコインサービスというのはどういうことな

のかといいますと、朝のごみ出しや郵便物の投函、それから電球の交換などは１００円、資源物

の分別、ごみ出しや庭掃除、それから草取りなどは５００円ということで、これは村がこれらの

仕事のあっせんを登録者に行うサービスというふうにやっておられるそうですが、これからの時

代、高齢者も働く限り社会に貢献できる事業をひとつ検討をされたらどうなのかなと思うんです

が、これについてはいかがでしょうか。

○議長（山路 有君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 現在、福祉保健課っていいますか、社協との連携の中で、そういう

地域サービスっていいますか、そういう部分をたしか始めてるというぐあいに思いますし、ワン

コインについてはシルバー人材等もしておりまして、なかなかそこの業務との兼ね合い等もあっ

て、事業としてはワンコインというものをしておりますけども、なかなかその辺のすみ分けが難

しい部分もあって、協議しながらやってるというぐあいに理解しております。以上です。

○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（９番 松田 悦郎君） ここの町場は、今、シルバーセンターの関係もあって、非常に競
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合といいますか、業務が重複することを考えとるですけども、これから何十年先行くためには、

こういう事業をやらなくてはいけないという、どうもそこの市長さんが考えられたそうなんです

けども、どちらにしても日吉津村もこれからそういう高齢者社会になっていくんだろうなと思う

んですが、これは一つの提案なんで、これにかわるような何かをこれから日吉津村としても考え

ていくべきだなと思うんですが、こういうふうな事業じゃなくても、何か高齢者対策、これから

こういうふうにしたいなという、何か案がありましたら答えていただきたいなと思いますが。

○議長（山路 有君） 石村長。

○村長（石 操君） これという案がありませんのでお答えにはなりませんが、御質問のあっ

たように、統計では若い世代がたくさん入ってきてらっしゃいますので、そこら辺の現実が見え

にくいということになってますが、確実に高齢者の独居や高齢世帯がふえてますので、地域機能

が持続できないというふうに僕は見てますので、何かの対策を考えなければならないところに遅

くなっとるかもしれませんけど、来ておるというふうに思ってます。

ワンコインサービスも必要になるときが来るのかもしれませんけれども、その前に、そのある

程度の一定の塊の、例えば自治会単位とか一定の塊、もっと小さい塊でもいいですけども、そう

いう中でともに支え合う、そして持続させることを考えるものを、何かそういう活動ができるよ

うなものを考えていかないと、これからの地域の持続性を保っていくのは難しいなと思ってます

ので、そういうことに足を踏み入れていかなければならないというふうに考えてますので、それ

は全村的に取り組むことでありますけれども、それぞれ小さな単位での課題も出てきております

ので、ワンコインサービスという話も出ましたが、それらも含めて、やっぱりそこに高齢化社会

になってしまったということを念頭に入れながら考えていく必要がある時期に来たというふうに

思いますので、意見を受けとめさせていただきたいというふうに思います。先週の、週が明けま

したけど、土曜日と日曜日は、土曜日は環境の日イベント、それから日曜日は福祉協議会が中心

にやられたボランティアフェスティバル、これらが、参加者見てみますと、非常に参加者が若返

ったなという感じで見ておりますので、そこではやっぱり若い人も高齢者も一緒にお互いが地域

づくりなり支え合ったりするもののできる体制づくりが必要だなというふうに強く感じましたの

で、余談ですけども、そのようなことを申し上げて御意見を受けとめさせていただきます。以上

です。

○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（９番 松田 悦郎君） ということで、意識調査の追加質問については以上で終わりたい

と思います。
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それから、北朝鮮問題についてですけども、先ほどの同僚議員と重複するかもしれませんが、

御理解を、なるべく重複しないように質問をさせていただきたいと思います。

この先ほどの村長の答弁を見ますと、この避難訓練については非常に難しい問題であると言わ

れております。そして、今現在あちこちで避難訓練をやってるところがあるんですけども、その

中で、今、避難訓練を行うのはかえって不安をあおるということで、戸惑ってしまうという声も

あるのも事実でありますが、しかし、そうはいってもこれだけ毎日毎日報道で話題になってます

ので、村民の方もどげなっとるんかなということだと思うんですけども、そういうことを踏まえ

ながら、ちょっと１つ２つ、質問をさせていただきたいと思いますが、最初に、今Ｊ－ＡＬＥＲ

Ｔは国からの指示で行うというふうに言われましたけども、最近よく目にしますＬアラートとい

うのがこないだのテレビ見てましたら県のほうでＬアラートという、言っておられまして、この

Ｊ－ＡＬＥＲＴとＬアラートというのはなかなか調べてましても難しいことが書いてあって、確

かに違うのは違うんですけども、その辺のことは何か説明をできますでしょうか。

○議長（山路 有君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 済みません。勉強不足でＬアラートについてはちょっとわかりかね

ますのでお答えできません。失礼します。済みません。

○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（９番 松田 悦郎君） 余りあっさりと言われて、私も次に行きようがない。

なら、わからないということなんで、ほかにちょっと質問します。今回、この北朝鮮問題で一

般質問やってみようかなと思ったときに、見たら、日吉津村国民保護計画というのがあって、そ

れを不謹慎ですが初めて読み直しました。読んでみましたら、非常に有事に対しての事前の処理、

準備だとか、有事になったときの処置、それから、有事が終わった後のことなど、非常に詳しく

書いてありました。非常にこのつくられたときは大変だったろうなと思っております。

その中で、読み返していくうちに１つ気になったことがあったんで、ちょっとそれを質問させ

ていただきたいと思うんですが、保護計画の中で一番予想される被害として原発、原子力施設の

破壊は住民に重大な被害をもたらすもので、あらかじめ警備を強化するとともにというふうに記

載してあります。ここであらかじめ警備を強化するならということで考えてみますと、いつミサ

イルが飛んでくるかもしれませんし、そのためにも日本の原発施設にはこのＰＡＣ３、地上配備

型の地対空誘導弾ＰＡＣ３が日本には３６基あるそうですけども、とりあえずこの一番大事な原

子力発電所を守るというのが東日本の震災でもわかるように、まずここにミサイルを撃ち込まれ

てはもう大変なことになるなと思うんで、この辺でいきますと、この原発付近にＰＡＣ３を配備
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しないけないなと思うんですけども、村長、この辺は国の問題で非常に大きい問題でいろいろち

ょっと強引な質問になるかもしれませんが、どうでしょうか。

○議長（山路 有君） 石村長。

○村長（石 操君） ＰＡＣ３の配備についてお答えのしようがありません。御容赦いただき

たいと思います。

○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（９番 松田 悦郎君） まあそういうふうにお答えできんと言われても、私もう大変です

けども、この原発が一番大事ということは、この保護計画の中にも書いてありますが、まずあら

かじめ警備をするということは、これはどのようなことで書かれたものなのか、ちょっと私もこ

の原発を守るために、この今言ったＰＡＣ３でも各置くなのかなと思うんですが、今見とられま

すか、ページわかりますか。最初のほうですけれども、何ページかちょっと忘れましたが、とい

うことなんで、非常にこの原子力が落とされるというのが一番大変だということは、村長、御理

解はできますか。

○議長（山路 有君） 石村長。

○村長（石 操君） 東日本の大震災で、津波や地震はかつて歴史的にずっと伝えられてきた

ことで、東北地方では、東日本ですか、津波てんでんこということわざがずっと受け継がれてお

って、それを忠実に受けた児童生徒や幼稚園の子がどっかの小学校でしたけども、幼稚園の子も

引き連れて、市だったかな、市が指定する高台の避難所まで逃げたけれども、それではいけない

ということで、子供たちの判断でさらに高みに逃げたと、避難したということで、それは言い伝

えが伝わっておったということですけれども、ある学校は学校の判断で屋内退避にとどまったら

津波が３階まで来てたくさん児童の命をとられたということで、そういうことで、歴史的にはず

っとそういうその言い伝えで守られておるところがあるんですけども、原発については、それま

では安全神話といいますか、１００％もない、ゼロ％もないということでこれまで来ましたけれ

ども、原発がはしれたということ、地震によって被害を受けたということでありますので、やっ

ぱりそこの想定が全く今までなかったということだと思っておりますので、原発についてはやっ

ぱりあらかじめの情報を持って避難行動をする、避難指示をする、そして住民の皆さんに啓発を

するということがあらかじめというところになったと。それまで原発などという言葉が、国民も

ですし我々もですし、政府の関係者も原発がはしれるなんていうことはよもや思ってなかった、

１００％もなし、ゼロ％もなしということできましたので、改めてこの部分は問い直されたとい

うことですので、それが今は原子力発電所については原発そのものも存在も維持も再開もそれぞ
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れ議論がされて制度が高められておるところでありますし、周辺住民も５キロ圏内、３０キロ圏

内、３０キロ圏外、我々は３０キロ圏外ということでありますので、原発の事故においては、と

りあえず我々は３０キロ圏外ですので、屋内待機ということで、その間にはヨウ素剤が県から配

付されるというような方向でありますので、そのようなことを承知をして徹底も周知もしていく

必要があるというふうに思っておりますが、それがあらかじめという行動に、判断になったとい

うことや、それから、もうちょっと加えますと、この中国電力で事故があったときにはどんなふ

うに避難するのかということも議論が加えられて、島根県のほうから日吉津村に避難ができるか

などというような問い合わせも来たりしておりますけれども、いかんせん西風が吹いたら真正面

で影響を受けてしまうというようなこともあったりもしております。さまざまなことで検討を加

え、あらかじめということにしたというふうに思っております。以上です。

○議長（山路 有君） 松田議員。

○議員（９番 松田 悦郎君） わかりました。ちょっとこの原発の関係は非常に難しいんですけ

ども、極力避難訓練、あちこちやってますので、できたら日吉津村でもやったらどうかなと思い

ますので、それを申し述べまして終わります。

○議長（山路 有君） 以上で、松田議員の一般質問を終わります。

○議長（山路 有君） ここでしばらく休憩をいたします。再開は１１時５分から再開いたしま

す。それでは、暫時休憩をとります。

午前１０時５０分休憩

午前１１時０５分再開

○議長（山路 有君） 再開いたします。

続いて、１番、河中議員の一般質問を許します。

河中議員。

○議員（１番 河中 博子君） １番、河中博子です。

きょうは村民の安心と安全な暮らしの観点から、情報の提供と共有について考えてみたいと思

います。

ゴールデンウイークのさなかでした。去る５月５日夕方、防災日吉津村の臨時放送が流れまし

た。もう一度そのときのコメントを言います。米子警察署からお知らせします。現在、日吉津村

内において交通事故を起こした者１名が徒歩にて逃走中です。逃走者は年齢２０歳代くらいの男
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性です。現在、捜索中ですが、自宅の戸締まり、駐車中の車両の鍵かけを確実に行い、不審な人

物を見かけた場合は米子警察署、電話、３３の０１１０または１１０番まで通報をお願いします

というものでした。お断りしておきますが、これは現在起きていることではなく、５月５日の放

送を再現したものです。ぎょっとしました。慌てて玄関の鍵をかけましたが、その後、ずっと落

ちつかない時間を過ごしました。私は放送で注意を呼びかけたことで、村民に恐怖心を抱かせた

のが好ましくないというのではありません。ある程度の恐怖や警戒心を持ってもらわないと防犯

にはなりません。問題はその後、夜になっても明くる日になっても、その結末についての放送が

なかったことです。いつの間にかなし崩しの自然消滅、緊急放送についてこのようなやり方を繰

り返していますと、オオカミ少年ではありませんが、防犯の気持ち自体が薄らいだりするおそれ

があります。緊急を要する臨時放送はもちろん必要です。危険予知といいますか、気持ちの準備

ができます。しかし、村民が不安を拭い去れないまま、何日も気がかりになるような情報提供の

やり方は好ましくないのではないでしょうか。不十分な情報でもまず放送して警戒を呼びかける

という選択は間違っていないと思います。問題はその後、警察に取材して危険は去ったのか、そ

の後どうなったのか、後追いの告知が必要だったと思うのです。この点はいかがだったでしょう

か。

情報提供の２点目です。昨年１０月、台風１８号接近による国道９号線通行止めの臨時放送も

そうでした。なぜ通行止めをするのか、理由が一切明らかにされませんでした。要約しますと、

台風１８号の影響により医療センター先の車尾交差点から熊党交差点までの約１キロにわたって

国道９号線の通行止めを行っていますというものでした。聞いている者は通行者が強風にあおら

れるとしても日野橋の上ぐらいだし、そんなことで１キロにわたって通行止めにはしないだろう

と思うはずです。そして、一体何が起きたのかと疑心暗鬼に陥ります。このときの通行止めの理

由は王子製紙の体育館の屋根が飛ぶおそれがあったためで、村当局は王子製紙に配慮されてか、

または依頼文に書いてなかったのか、その点はわかりませんが、通行止めの理由を語らず、いた

ずらに不安を感じさせたのではないでしょうか。王子製紙の体育館は日吉津村民や米子市民もい

ろいろとお世話になった施設でもあり、名前を出したとしても改めて感謝の念を持ちこそすれ、

迷惑に思う人はいなかったと思います。臨時放送は緊急の場合が多く、聞く人も聞き漏らさない

ようにと気持ちを集中して聞きます。それだけに、説明不足によって不安につながるような情報

伝達はいかがなものかと思います。通行止めに関しましては、台風がおさまった時点で心配はな

くなるわけですが、なぜ通行止めの理由について不十分な放送になったのかお聞きします。情報

の公開は大衆に真実を伝える役割を担っています。このことを念頭に、先月、５月５日放送の交
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通事故の件、昨年１０月５日放送の国道９号線通行止めの件、また、外部から依頼の臨時放送に

対する取り決めなどがありましたらお聞きしたいと思います。なお、回答によりましては再質問

させていただきます。よろしくお願いいたします。

○議長（山路 有君） 石村長。

○村長（石 操君） 河中議員の一般質問にお答えをしてまいります。

最初に、５月のゴールデンウイーク中に発生した交通事故を起こした者が逃走した件について

は、米子警察署から依頼を受け、逃走した者が車両を奪うおそれ等があって緊急性が高いという

判断をし、臨時放送をしました。その後の情報提供につきましては、先ほど河中議員が言われま

すように、非常に村民の皆さんに不安や恐怖を与えたということでありますので、連休明けに米

子警察署に対してその後の経過を確認をしましたが、現段階では捕まっていない、逃走中である

という回答でございました。それ以上は詳しい情報は得ることはできませんでしたので、このた

め、まだ捕まっていないという放送をするかどうかということで考えましたけれども、情報提供

はしないという判断をしました。その後、２週間以上もたってからの解決でしたので、放送せず

に、その連休明けの警察に問い合わせた段階では、まだ捕まってないと、それ以上詳しいことは

捜査中だということでございましたので、村としては問い合わせのあった件については状況をお

話をするということにして、無線を流さないということに方向を決めて、そうしておりましたと

ころ、２週間以上たってからの犯人が逮捕されたというのが新聞報道であったというのがこの間

の流れであります。情報提供ということでは、広報誌や防災無線やホームページ、ひえづ１１３

チャンネル等を使って情報を流しておるわけでありますけれども、防災無線につきましては、役

場担当課もしくは公的機関から放送の依頼を受けた後、内容を精査しながら、その上で総務課長、

村長の決済を経て放送を行っておるということでございまして、今回、臨時放送ということであ

りましたので、同様の手段において臨時放送を行ったという内容であります。

同様な事件がいろんなところで起きますので、逆にうちからこのことは村民に知らせてもいい

でしょうかということを聞いたことも実はあります。ところが、それは捜査中なので、明らかに

してほしくないというような返事をいただいた案件もあります。案件によってはそういうことも

ありますので、今回は警察のほうから依頼があったということですので放送を流したということ

であります。

それから、次に、１０月の台風１８号による通行止めの場合は、おっしゃるとおり王子製紙の

体育館の屋根が剥がれそうになったということで、国道９号線が約１キロにわたって通行止めに

なったということは河中議員おっしゃったとおりですが、まず、米子市から村内の旧国道を通っ
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て米子方面へ向かう車を整理してほしいという依頼がございました。職員をいわゆる車を環状線

のほうに迂回をさせて、４３１に迂回をさせるというふうなことをするために職員を立たせたわ

けであります。現場に派遣したわけでありますけども、同時に、駐在所からの依頼がございまし

たので、４３１号への迂回の周知は必要と判断し、臨時放送を行ったわけでありますけれども、

その無線が流れた段階、いわゆる米子市と警察から依頼があった段階では、まだ事故の状況が、

現場の状況がはっきり把握できていなかった可能性もある。把握しとったかもしれませんけども、

そこ、ちょっと聞き漏らしておりますので、ひょっとして把握ができておったら河中議員さんの

おっしゃるとおりの情報の流し方としては理由を言わずに通行止めで迂回をしなければならない

ということではないなという御指摘のとおりでありますので、これは時間がたって確認をしなが

らでも情報を流すべきだったかなというふうに思っておりますので、これについては不十分さが

あったというふうに思っております。

他の情報提供ということで考えますと、各課業務で通知をしたり会議等でお知らせしたり、チ

ラシを窓口に置くなど、情報提供に努めておりますし、行政懇談会など各自治会を回ったり、そ

して一昨年からは村ミーティングとして各担当者が村の業務を提供し情報提供をいたしておりま

すけれども、それはどちらかといえばこちらが知ってほしいという情報の提供でございまして、

村民が知りたい情報になっておるのかということでは、その周知の仕方としてはやっぱりこれま

でもさまざまな場面で繰り返される議論でありますけれども、周知の方法を徹底を改めて考えて

いく必要があるかなというふうに思いますし、先ほども申し上げましたけれども、高知県の大川

村の若い人のテレビの反応が村や議会がそんな村民会議の議論をしておるのかということで関心

を持って見なければならないなというような言い方もあって、４００人しかいらっしゃらない住

民さんでも、さらには村の議会を村民会議に変えてしまうというような議論がされておるという

ような、我々の立場でいくと重要な議論ですけども、住民の皆さんにとっては余り関心事ではな

かったというようなこと、改めての関心事になっていくのかなというふうに考えたときには、や

っぱり情報の伝え方というのは住民の皆さんに関心を持っていただけるような内容にしなければ

ならないと改めて思うところでありますが、新たな計画や条例等、村民の生活に大きな影響を及

ぼすと考えられる案件等ではパブリックコメントを実施し、村民から意見、要望等を提出いただ

いて結果を公表しておりますけれども、まあ言ってもその部分も限られた部分で、限られた人数

でございますので、そこはやっぱり課題としては未来永劫続くのかなという気がしておりますけ

れども、それに改める努力、村民の皆さんに関心を持って周知ができるような方策を常に考え続

けなければならないというふうに思ってます。
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そういう意味では、言うなれば住民の皆さんが安心安全に生活していただくということでの情

報を流すわけでありますけれども、不十分さもありますけれども、やっぱり先ほどもありました

が、直接自分の身に関係のない部分や、そして政府の方向がどう考えても理解がいかんというこ

とになると関心は薄れてしまうのではないかと。自分の生活中心にならざるを得んのではないか

というふうに、立場を変えて考えてもそういうふうに思いますので、改めて必要な情報はできる

だけ詳しく適宜お知らせしてまいりますので、御理解をいただきたいというふうに思いますが、

先ほどの２件の案件については、１件目はそういうことで、途中経過であると、連休明けの問い

合わせについては途中経過であるというような報告があって、ことがあって、じゃあ問い合わせ

に対してだけお答えをしようというふうにしたところでありますし、その後、２週間たって事件

が解決をしたということでありますし、それから、９号線の通行止めについては、王子製紙のと

ころで建造物に、建物に被害が出たということですので、そのようなことは情報としては追加情

報としても流すべきだったかなというふうに改めて感じたところでございますので、これからの

情報提供においてはそのようなことに努めていきたいというふうに思いますし、それから、事件

性のあるものについては、警察からの依頼があったということで村民の皆さんに不安も与えまし

たけれども、警戒もしていただくという意味も込めておったということでありまして、重ねてで

はありますけども、かつては事件性のあるもの、事件が我が村で発生をしたときに、警察にどう

しましょうかという、どうでしょうか、村民にはという言い方をしたら、それは今はいけません

という否定をされた部分もあります。それは捜査のことがありますので、そこにお任せをしなけ

ればならないということで、大分前の話ですけれども、そういうこともありましたので、申し添

えさせていただいて、河中議員の一般質問に対するお答えとさせていただきます。

○議長（山路 有君） それでは、再質問に入ります。

河中議員。

○議員（１番 河中 博子君） 再質問を少しさせていただきます。

５月５日の交通事故によります臨時放送につきましては、その後の対応についてはよくわかり

ました。本当にどうなってるんだろうなというのがずっとございました。村長もおっしゃいまし

たけども、新たな逃走のために車両を奪うということもあったかもわかりませんし、あるいは私

が考えましたのは、スパナでも持って歩いているかもしれないなと思ったものですから、本当に

ちょっと危機感を感じました。連休明けにきちっと警察に、そういうことも鑑みて確認して対処

も行ったとおっしゃいましたので、この辺のことは非常に適切な対応だったと思います。今回の

件は少し特異な事件だったかもしれませんけれども、これを機に防犯に対する取り組みをさらに
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深めていっていただけたらなと、そのように思います。

それから、台風の通行止めの理由につきましては、理由というよりも、そのかいわいを通行し

ないようにと、その安全対策に重視したというふうに受けとめます。ただ、今後もこういうこと

は起きる可能性もありますので、不必要な不安を感じさせることができるだけないような、そう

いう理由を述べて発信していただけたらなと思います。

それから、村長が先ほど申されましたけども、ほかの情報提供ということで、ホームページや

村ミーティングなどについて、少しお尋ねしたいと思います。まず、ホームページについてです

けれども、防災日吉津村でよく、詳しくはホームページをごらんくださいと案内されます。一人

でも多くの村民に情報を提供しようと、いろいろな手段で取り組んでいらっしゃることは高く評

価したいと思います。問題は、ふだんパソコンと縁がなく、村のホームページを検索して見る習

慣のない人も少なからずいらっしゃるということです。確かにホームページには各部署からの連

絡事項や報告などが詳しく載っていて、情報提供としては万全です。それは広報ひえづの類いで

はありません。しかし、先ほど申しましたように、ホームページは十分浸透しない部分もあると

いうことを意識しておく必要があると思います。

それと、村ミーティングについてですが、第１回の昨年も参加者が少なかったですけれども、

ことしはゼロに等しい状態でした。これでは寂しい限りです。行政に対する疑問や、日ごろ感じ

ていることを積極的にディスカッションできる、また、お互いの生の情報が聞けるまたとないチ

ャンスです。この機会を有効に活用するその旗振り役は、やはり行政の役割だと思います。笛吹

けど踊らずのことわざのように、なかなか難しい問題かもしれませんが、だからといって失望す

るのではなく、工夫して継続することが大事です。例えば、一つにはテーマを決めて、例えば建

設産業課ですと、４３１号沿いの開発問題とか、福祉保健課でしたら、国民健康保険税はどうな

るのかとか、幾つかにテーマを絞って意見を聞くのもいいじゃないでしょうか。この点について、

今後の方針などを考えていらっしゃいましたらお聞きします。

○議長（山路 有君） 石村長。

○村長（石 操君） テーマごとにということで、従来も村民生活に大きな影響が出るという

ことや、今ここで村民の皆さんに理解をしていただく必要があるというときには、従来の毎年や

ります行政懇談会も、そこの内容組み込みますけれども、それを独自のテーマにして、先ほどあ

りましたように説明会をしてきておるということでありまして、例えば３０年度からの国保の制

度の改正の住民説明会はしていかなければならないということで、担当課とも話をして今日まで

来ておりますけれども、この今の県の状態では、その説明会がなかなか思うように開けんなとい
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う思いもしておりますけれども、やっぱり課題ごとに的を絞ってやっていく、それも自治会ごと

や、自治会を一回りして、どこかの公共施設でもう一度やるとか、そういうことも考えながら、

これまでも取り組んできましたので、そういうことでの課題ごとの、住民に御理解いただいたり、

説明をする機会はぜひ設けていく方向でありますので、御理解をいただきたいと思います。

○議長（山路 有君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 河中議員の御質問にお答えします。

ホームページでということで、防災無線のほうでは、とりあえずホームページだけではなくて、

広報誌並びにホームページをごらんくださいとか、広報誌並びに折り込みチラシをごらんくださ

いとか、広報誌、チラシ等でできる分についてはそういう放送もしますけど、やはり容量が多い

もの、見ていただかないといけないけども容量が多いものについては、どうしてもホームページ

っていうことになりますので、全員が見ていただけないということもありますけども、とりあえ

ずホームページのほうもごらんいただきたいという放送になっているということであります。と

いうことで、情報の提供ということで、広報誌、防災無線、ホームページ、ひえず１１３チャン

ネル、さまざまなものを利用しながら情報提供しておりますので、その辺は御理解をいただきた

いというぐあいに思います。

それから、村ミーティングにつきましても、今回は特に雪で変更になったこともありまして、

なかなか難しい部分もありました。最初に村長が申しましたように、関心を持っていただけるよ

うな工夫をしながら、今後も開いていきたいというぐあいに思っておりますので、御理解をお願

いしたいと思います。

○議長（山路 有君） 河中議員。

○議員（１番 河中 博子君） 行政懇談会とか、それから、ホームページ、村ミーティングのこ

とを御説明いただきました。わかりました。村ミーティングにつきましては、やっぱりいろいろ

な人の意見を聞きながら知恵を出し合って、実のある村ミーティングにしていかないといけない

と思うんです。行政が幾ら熱意を持ってやっても、やっぱり動きがない、集まらないということ

は何らかの原因があると思いますので、その辺はお互いに知恵を出し合って、前向きに取り組ん

でいかないといけないなと思います。

それから、パブリックコメントについてちょっとお聞きします。議会でも、議会基本条例を策

定するのに関してパブリックコメントを募集しました。提出者はたった３人でした。人口５０

０人の村で １％にも満たない意見集約が実態です。それでも、このときは出前説明会として各

自治会を回り、生の声を拾うことができましたし、参加者が少なかったところもありましたけれ
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ども、忌憚のない意見を聞けたことはよかったと思っています。よく意見をどうやって拾うか、

集めるかというときに、御意見箱に意見を入れてくださいとか、さっきも申しました、パブリッ

クコメントを募集していますと幾ら呼びかけても、成果は上がらないというのが実態だなと痛感

したところであります。村の政策に対するパブリックコメント実施についても時々やっておられ

ますけれども、期待するほどの意見は集まっていないのではないかと思いますが、この辺の実態

はいかがですか、お伺いします。

○議長（山路 有君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） パブリックコメントにつきましては、先ほど村長が答弁しましたよ

うに、計画とか条例とか、今回、議会基本条例でもされたというぐあいに思いますけども、例え

ば自治基本条例のときも説明会もしましたし、その後に最終的にパブリックコメントということ

で、村全体の方に、村民の方にということで、意見要望等を募集しておりますけども、やはり説

明会等をしておりまして、そういう意見も伺っておりますので、多少パブリックコメントの最終

的なところでは少ない部分も、必要ない部分があるかなというぐあいに思っております。ただ、

やはり村民皆さんに意見を求める場合に、どうしても計画とか条例っていう大きなものになりま

すと、なかなか情報として、役場に置いてあったりとか、ホームページをごらんいただいたり、

見る場所っていいますか、機会っていいますか、そういうところがなかなか一般の村民の方が見

る機会が少ないのかなと、そういう部分でパブリックコメント等の質問につながっていかないの

かなということもありますので、この辺も今後、十分検討していかないといけないかなというぐ

あいに思っております。以上です。

○議長（山路 有君） 河中議員。

○議員（１番 河中 博子君） 村ミーティングや住民説明会への参加につきましては、ＰＲの問

題もありますけれども、村民ももう少し関心を示してはいかないとならない問題だと思っていま

す。それでこそ村民主役の村づくりと言えるのではないでしょうか。

最後にもう１件、情報提供というよりは、注意喚起といいますか、事故発生の予見可能性に対

する行政指導について伺います。今吉地域、村道４号線と大道下の交差地点にある荒廃地に、草

は伸び放題、一部壊れたものもある土管の放置、大きなブロック、足場を組んだ棚には材木が積

んであります。その荒廃地で、小学校の子供たちが棚に上がって遊んでいる姿を見かけたことが

あります。他人の私有地ではありますけれども、立入禁止という看板もなく、もし身体に及ぶ事

故が起きたら大変だと思いお尋ねしますが、何か行政指導していらっしゃいますでしょうか、お

聞きします。
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○議長（山路 有君） 清水住民課長。

○住民課長（清水香代子君） 河中議員の御質問にお答えいたします。

先ほどおっしゃられた箇所につきましては、交通等の車の通行の観点と、それから、子供さん

等がそういった立ち入りというようなこともありまして、所有の方には再三連絡をとらせていた

だいております。なかなか実際にお目にかかることができませんもので、電話等で事務所等へ連

絡をとらせていただいて、適切な管理ですとか、時期時期の草刈りとか、そういうことを依頼し

ております。もちろんそういった土管といいますか、そういったものが置いてありますので危な

いということもありますけれども、そういったことも再三依頼といいますか、頼んでおりますけ

れども、なかなか実際に片づけてもらえないというのが実態でございますが、引き続き、そうい

うことで適切な管理ということは申し入れていきたいと考えております。以上です。

○議長（山路 有君） 河中議員。

○議員（１番 河中 博子君） ぜひ、大変でしょうけれども、その点のことはお願いしたいと思

います。私有地をどのように使おうと自由ですし、周辺住民に迷惑をかけるとしても、それが受

忍限度、我慢できる範囲内であれば我慢しなければならないということもわかっています。しか

し、かた苦しく言えば、事故発生の予見可能性とか、事故によって侵害される法益、つまり、そ

こで遊んでいた子供たちの生命、身体が損なわれるとしたら、それなりの行政指導は必要だと思

います。村内を回っていますと、そういう危険性を感じる場所がほかにも見受けられます。私有

地だからと避けるのではなく、危険と思われる場所は、土地の持ち主に、事故があれば土地所有

者の責任が問われる可能性がありますということを根拠に指導し、改善を求めていっていただき

たいと思いますが、この点について、行政としてのお考えをお聞きします。

○議長（山路 有君） 石村長。

○村長（石 操君） このごろの課題は全国ですけれども、朽ち果てそうな空き家をどうする

かということでございまして、それを最終的には行政代執行するというところに行くと。行かな

ければ整理がつかないというようなことで、空き家の対策計画を立てて、それで行政指導なり勧

告なり命令なりの手段を得て、最終的に行政代執行ということにつながるような計画を立てよう

ということで、ただ、近日、県の音頭で会合が持たれました。我が村はその計画をどうするのか

ということがありますけれども、やっぱり近い将来といいますか、いずれ起こり得る問題である

ので、それは議論をしながら計画を立てて、いざというときに備えておく必要があるので、それ

は内部でとりあえず検討をして、空き家対策に万全を期すようにということを言ったところであ

ります。幸い、我が村の今の空き家の状況は、数字的には、統計的には上がっておるということ
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が、この間ごろわかりましたけれども、まだまだ改善されて、新たな住宅地ができたりしており

ますので、それはそれでいいとしても、でも、議員、御指摘の空き家に対しては、そういうこと

で強制代執行でもやるのかということでありますし、農地については、また別の視点で、農業委

員会が荒廃地の解消対策を、新たな大きな、農業委員会法の改正も含めて大きな課題にして、そ

れを改善しようということでの取り組みになりますので、土地については空き家の対策、農地の

対策、そのようなことで、制度的なもので進めていく必要があるというふうに思いますので、そ

のような方向で、時間はかかりますけれども、向かっていくということで指示をしたり、取り組

みを進めてまいりますので、御理解をいただきたいと思います。

○議長（山路 有君） 河中議員。

○議員（１番 河中 博子君） ぜひお願いいたします。村民の安心と安全な暮らしを守るために

も、これからも適切な情報提供をお願いしたいと思います。終わります。

○議長（山路 有君） 以上で河中議員の一般質問を終わります。

○議長（山路 有君） ここで昼の休憩に入ります。再開は午後１時から行います。

午前１１時４３分休憩

午後 １時００分再開

○議長（山路 有君） 午前中に引き続き、午後の一般質問に入らせていただきます。

２番、景山議員の質問を許します。

景山議員。

○議員（２番 景山 重信君） ２番、景山です。

お許しを得ましたので今回は２問質問させていただきます。村職員の資質の向上をということ

と、村の花チューリップの存続をという２点について質問させていただきます。

村長の行政執行の原動力となっているのは、何といっても各職員の与えられたポジションの確

実な事務執行と言えると思います。村の公僕としての資質は当然として、世間一般常識の資質等、

あらゆる面を総合的に評価する必要があると思います。我が子を身近に持つ親の立場をわきまえ

ず、見苦しいと思われると思いますが、お許しをください。村の農業の転換期を迎えて久しいで

すが、村農業の将来像は全く進んでいない状況です。日吉津村の農業が農家住民の皆様から、行

政が一生懸命頑張ってくれているなと身近に感じられるようにとの思いから質問したいと思って

おります。
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まず、村職員としての必要な資質とは何であろうか、簡潔に説明をしてほしいと思います。村

長、課長に問いたいと思います。

２点目の、村の花チューリップの存続をということで、地球温暖化の影響でチューリップ栽培

がなりわいとして維持できなくなってから４０年も過ぎると思います。そうした中で、村民は、

村の花としてチューリップの価値を認められて、マラソン等々のイベントも多く参加されており

ます。私も存続してもらいたい一人です。そんな中で、今年度から生産者が１人欠となり、３人

体制となったようです。生産者も張りをなくしておられます。元気づけてあげたいと思います。

先日話を聞きましたが、チューリップの掘り取り機の調子が悪く、半分程度しか掘り取りができ

ない、困ったもんだと話されました。掘り取り機の導入とチューリップの存続の可否を再度とっ

たらどうか思います、問いたいと思います。答弁内容によっては、再度答弁を求めたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。

○議長（山路 有君） 石村長。

○村長（石 操君） 景山議員の一般質問にお答えをいたします。

最初に、職員の資質向上をということで御質問をいただいております。そこで、職員の資質向

上ということでは、平成２２年の８月に、大分なりますけども、日吉津村の人材育成基本方針を

策定しております。当然のことでありますけども、村民に信頼される職員、行動力のある職員、

知恵のある職員として求められる職員像を掲げております。村民に信頼される職員では、公務員

としての自覚と責任感を求めておりますし、村民本位の視点に立って、村民ニーズを追求できる

などを求められるというふうに定めたところであります。また、行動力のある職員では、前例に

とらわれない柔軟な発想と迅速な行動力など。知恵のある職員では、経営感覚を持ち、幅広い視

野から判断するなどを定めたということでありますけれども、景山議員の話の質問の中にありま

したように、首長の仕事は職員の努力があって成り立っておるということでありますし、それは

村民ニーズを的確に捉えたものが行政運営に反映されなければならないというふうに、常日ごろ

考えておるところであります。このようなことを踏まえながら、職員は日ごろから村民に接する

とともに、最後まで責任を持って業務を遂行し、村民に信頼されるよう努めておるというふうに

受けとめております。

なお、これらの求められる能力を育成するためには、県内外を問わず必要な研修に参加をし、

職員の希望に応じても研修に行かせておるというようなことも、取り組みをしながら職員の能力

開発を行い、人材育成に努めておるというところでありますが、今後も引き続き職員の資質向上

に、これは不断の努力が必要だというふうに考えておりますので、そのようなことで、職員の資
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質向上に向けて、常日ごろ取り組んでまいりたいというふうに考えておりますので、御理解をい

ただきたいと思います。

それから、２番目の、村の花チューリップの存続をということでありますけども、御案内です

けども、水田転作の裏作物として、チューリップが先人の御努力によって、水田一面に色とりど

りの花が咲き乱れ、チューリップの村、日吉津村を県内外に大きくアピールして、一大産地を形

成しておりました。最盛期は９ヘク近くの栽培面積があったというふうに理解しておりますので、

それは一面のチューリップのじゅうたんの水田の裏作ができるという形でアピールができたもの

であります。そういう意味では、開花期の景観は農村のイメージアップにも大きく貢献をしてき

たということもありまして、平成元年の９月に村の花として制定をされております。しかし、近

年、生産者の高齢化、地球温暖化等による収穫量の減少等により、所得は減少し、栽培中止にな

りかねない状況でしたので、平成１９年度より農家の方に委託栽培をお願いし、現在までチュー

リップの花を守り続けています。そういうことでは、栽培者の方に大変お世話になっております

こともお礼を申し上げる次第であります。それから、チューリップ生産が衰退をしてきた大きな

理由の中に、もう一つ、球根の輸入自由化という問題があったと思います。これが球根価格の低

迷に拍車をかけたということで、私自身は理解をしておるところであります。その次が温暖化で

あって、その次が高齢化だったというふうに思ってます。議員御指摘のとおり、生産者が１人や

められるということでございまして、今、現在の状況をどうやれば維持できるのかということで

検討しておるところであります。また、新たに栽培をしたいというふうに考えておられる方もご

ざいますが、まだ最終結論に至っていないというふうに聞いておりますので、引き続き村の花と

してアピールをするために、現状維持ができるような協議、検討をいたしておりますので、まだ

中間ではありますが、そのような御答弁をさせていただきますし、あわせまして、掘り取り機の

調子が悪いということがありましたけれども、定植機もあるということでございまして、この両

方の機械につきましては、一応修繕の方向などを含めて、現在、関係機関と関係者と協議中でご

ざいます。掘り取り機は福部のほうでラッキョウの掘り取りがこのごろ盛んにテレビ等で報道さ

れますけれども、あのものと同様な形のものですので、あれを多少改良を加えたといいますか、

かつての掘り取り機のことを思うと、砂丘らっきょうの掘り取り機は多少手が、機械的によけ入

るようになったなと思って、このごろテレビで見ておりますけれども、理屈は同様のものでござ

いますが、多少、球根のほうは球が大きいということと、土質が砂質というより砂壌土、多少粘

土が入るということでありますので、多少掘りづらいということがありますけれども、理屈は同

じものでありますので、そんなに難しい機械ではないというふうに考えておりますので、修理も

－３９－



含めて、関係機関や関係者と引き続き、どちらかといえば現在のものが利用できるように方策を

検討をいたしてまいりたいというふうに思います。

また、チューリップの村の花の扱いでございますが、来年は４０回の記念大会が、チューリッ

プマラソンの県大会が行われるということでありますので、開花期には県内を初め、県外からも

多くの方が来村されるというふうに考えておりますので、チューリップはマラソンもですけれど

も、引き続き村の花として、我が村はチューリップの村であるというイメージをそのまま持ち続

けていけるような方策を、そして栽培をしていただける方を確保しながら、村の花として位置づ

けていかれる環境を維持していきたいというふうに考えておりますので、以上で景山議員の一般

質問に対する答弁とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○議長（山路 有君） それでは、再質問に入ります。

景山議員。

○議員（２番 景山 重信君） ありがとうございました。

まず、最初に私ごとが再質問に入りますことをお許しを願いたいと思います。また、このこと

をお伝えせねば、正しく回答、答弁はいただけませんので、お許し願いたい。きょうも農家住民

の一人の気持ちとして質問させていただきます。職員の資質ということについては、今説明して

いただいた、村民に信頼される職員ということが、今一番気持ちとして残りました。ということ

で、そのとおりだと私は思っております。ただ、一つ私として、農家の一人として見れば、大半

職員と対すれば判断ができます。村民本位の目線として考えてごしちょうなる人とか、いろんな

気持ちと交錯するんですけれども、そういう気持ちで私は、相手の職員とのそういう疎通を図り

ながらと思っておりますけども、それが村民目線ということから考えると、ちょっと外れるじゃ

ないかなと思っての再質問をさせていただきたいと思います。本来これで職員の資質ということ

でしたので終わりたいとは思ったんですけれども、ちょっと私に時間許してやってください。

２８年の７月から、カンゾウ栽培ということで、私は始めました。理由は簡単です。村の畑地

の５０ヘクのうち、飛び地なんですけれども、６ヘクというのが荒廃地とみなされたことが、と

いうことで、常に、ずっと１０年前からどうしたらいいかということで心がけており、畑で何か

もうかるものがないかと、ずっと過去１０年間、菜種とかソバを栽培していましたが、経営を維

持できるものではありませんでした。村行政はどんな思いでいらっしゃったのかなと思っており

ます。遊び心でなければやってられない作物でした、畑というのは。本当に畑作というのは大変

だと思っていたところです。そんな中で親しい友人との出会いがあり、畑に活路を求めていまし

た。これというのが２８年の４月の５、６と、大隅半島のほうの鹿児島の肝付町というところで
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ちょっと研修してきました。これがカンゾウという植物との出会いでした。畑の荒廃地対策で村

は困っているという、私も困っておりましたけれども、カンゾウ栽培で頑張ってみますかという

心強い後押しでした。私も本当に大分年とっておりますので、先１０年というわけにはいきませ

ん。５年後を目標に商業ベースに乗せて開拓してみようという気持ちになったところです。当時

の村の姿勢は、農家の一員として本当に寂しい限りでした。この事業があることすら教えていた

だけなかったです。５年以内に商業ベースに乗せたいと思う余り、事業としては面積が大きいこ

とも承知をしておって作付をしたと思っております。私はこの１年間、カンゾウ栽培を試みて、

村の畑の荒廃地対策として頑張ったと我ながら思っております。ただ、採算が合わなければ事業

は前進できません、しません。決して自分のために、もうけのために起用したわけではありませ

ん。村の畑の荒廃地をなくしたいという強い思いがあったからです。この１年間、カンゾウ栽培

で私の言動に対して、どういう思いで受け取っておいでになるのでしょうか。村長、課長のほう

に聞いてみたいと思います。お願いします。

○議長（山路 有君） 石村長。

○村長（石 操君） 益田課長は、この４月からの辞令でありますので、私のほうで答えさせ

ていただきます。

カンゾウを栽培されるということより、それ以前に、村の荒廃地を解消をしていくという純粋

な気持ちでお取り組みをいただいたということに対しては、敬意をあらわすものでありますし、

そういう動きがなければ、我が村の畑の維持は、今のところ、これといった、景山議員が言われ

る農家の経営として総合的に収支がバランスがとれるというのはなかなか、畑作物としては難し

いというふうに考えております。従来、畑作物的なものも、今、水田のほうに、いわゆる米が半

分つくられないという状況でありますので、比較的、水の管理が易しい、我が村でいえば、よそ

の地区から比べれば、水の管理が比較的易しい、そして、砂質土に近い砂壌土だということで、

非常につくりやすいというようなことがあって、従来、ネギあたりは畑の作物でありましたけれ

ども、今、水田のほうでつくられるのがほとんどになっておりますので、事ほどさように畑での

営農作物というものを探していくのは非常に難しいという中で、菜種なりソバなりの栽培をやら

れたということで、菜種はかつては水田の裏作につくられたものでありました。ソバも現在は水

田の転作作物として全国的にはつくられておるということでありますので、そういう意味では、

比較的乾燥を好む作物でありますけれども、いずれも水がなければ、これは逆に大変だというこ

とでありますので、いかに畑作物の作付や生産が難しいかと。そして、それが我が村でいけば、

土質も水田も畑地もよく似通っておるということがあって、いわゆる生産調整の水田に野菜物が
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栽培されておるということでの理解でありますので、景山議員の荒廃地を解消するという取り組

みに対しては、本当に敬意を表するものでありますし、今後、何をつくっていくかということで

は非常に難しさがある中で、薬草としてのカンゾウをおつくりになるというふうに、今取り組み

をしていらっしゃるということで、既に２年目に入っておるということでありますけれども、そ

こで、その職員の誠意が見えないというか、農家の気持ちに立っておるのかということでは、今

の質問の中ではまだ聞き出せないなと、どんなふうにお答えしていいのかなというふうに思って

おりますけれども、新たな取り組みをカンゾウという、我々も、何といいますか、生産の事例や

収益性のどうなのかということも、情報としては県内の農業関係者では持ち合わせていないとい

う情報の範囲でしかございませんので、今の段階では新たな取り組みをされるということでござ

いまして、その取り組みに対して、今回は６月の補正予算ということで計画書の提出がございま

したので、補正を組んでおるという内容であります。以上です。

○議長（山路 有君） 景山議員。

○議員（２番 景山 重信君） ありがとうございます。

私の一方的な思いで、ちょっと語弊があるかもしれませんけれども、表現がちょっとあれです

けども、村民目線で扱っていない、扱ってもらっていない、金もうけのためにやっていると思っ

てるのではないかと私は感じております。逆に金もうけでなければできないんです、これ。維持

できないんです。これが金もうけで何が悪いんですかとも、逆に問ってもみたいと思います。農

家の人がカンゾウ栽培を開始する、金額も大きいし、ひとり立ちには四、五年の期間がかかる、

荒廃地解消のために一緒に頑張らいやとか、そういうのが行政マンの姿ではないかと私は考えて

おります。行政マンの姿とは、村民目線ではどんな姿が理想と思われているのですか。もう一遍

問ってみたいと思います。

○議長（山路 有君） 石村長。

○村長（石 操君） 日本には、日本のさまざまなことを、いわゆる生産を支える制度がある

わけでありますが、ある意味農業は、食料を生産するという意味で、過去からずっと補助制度が

あったというふうに思ってます。それらが産業全体で今、日本の仕組みを支える制度が、さまざ

まな補助制度が展開をされておるというふうに思っておるところであります。農業も、そういう

意味では食糧自給率が非常に低くなってきておりますけれども、業として成り立つ農業を支えて

いくということでありますので、逆に今は日本の米が輸出の高級品として販売をされるような状

況にもなりつつあるということでございます。農産物も、いわゆる果実や葉っぱ類等も輸出の対

象になりつつあると、対象品目に生産者が努力していらっしゃるということでありますので、農
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地を有効に使うという農林省の補助政策はありますし、生産を奨励するという奨励金もあります

し、農地を有効に使うという意味では、今、離農をされる方にも助成金が出るようになった時代

であります。土地改良においては、今度はいわゆる地権者に、土地の利用者いらっしゃいますけ

れども、地権者に負担を求めない土地改良事業も展開をされようとしております。そういう事ほ

どさように、日本の農地を、根本は食糧ということはあるんですけれども、どちらかといえば米

は余って、半分つくらんでもええという中での食糧対策でありますので、そして、農業対策、農

地対策、農地維持対策であるというふうに考えておりますので、そこでは、やっぱり業として成

り立たなければならないということだと思ってますので、当然、国の助成金は出す、県の助成金

は出す、村の手伝いもするという中で、それは、じゃあ、その助成金を使って、どこで収支を黒

にされますかという、その生産性の計画を求めるわけでありますので、その計画に従って、また、

計画が妥当だという、我々も判断をしますけれども、県も金を出されますので、県もその事業計

画において審査をして、これならいけるであろうというものを補助金を出されるということであ

りますので、国の方向や、県の方向や、村の方向も、いずれも生産者が適正に利益を上げていた

だくということのお支えの仕方は変わっておりません。初期投資においては、なかなかそれが収

支が合わない。でも、５年かけて収支が黒字になるところに到達するという、その計画の中でや

っていただくということを我々は求めるという状況でありますので、そのようなことを申し上げ

させていただきたいと思います。

○議長（山路 有君） 景山議員。

○議員（２番 景山 重信君） ちょっと村民目線ではどんな姿が理想と思われているかという、

私は質問したつもりだったんですけども、ちょっと外れたようなところがあったと思いますけど、

私の思いというのは、農家住民と行政は、農家住民と一緒になって手を差し伸べて、そこまでは

言いませんけれども、手伝って、一緒に頑張ってみるから頑張ってみましょう、そして荒廃地を

なくしましょうという職員の行政の気持ち、心の持ち方一つであると思って、私は思っておりま

す。そういう行政マンというのを私は希望しております。その気持ち、そういう姿が見られれば、

農家住民はどれだけ救われるのか、わかりますか、その気持ち。本当に寂しい限りでしたよ。去

年１年間。事業主には補助金の返還があるよう、説明できるようにしとけ、この会話がきついこ

と、補助金の返還はわかったことであります。私も議員という立場をしておれば当然です。どう

いう思いでの発言だかということは、本当に考えてみてくださったことがあるんですか。農家住

民に寄り添い、一緒になって頑張ってください、もっともっともうけてください、荒廃地をなく

してくださいという行政の気持ち、思いは私には全然伝わってきません。ならば、この１０年来、
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いつごろから畑、５０ヘクのうち６ヘクというのが荒廃地と言われ続けているのですか、どこの

荒廃地が解消されたのですか、具体的対策を示してほしいとも思っております。ただ、再生協の

会議の中でも、困っている様子、少したりとも感じてこない。このままでは荒廃地解消の村の将

来像は描けないと思います。どう思われるのか。きょうの、日本農業新聞というのに、全国の遊

休農地課税ということで、全国で８８ヘクが対象になったようです。固定資産税が ８倍になり、

４月から市町村が順次徴収を始めているということです。この制度を契機に遊休農地を担い手に

貸し出したいが、借り手不在が多く、依然、これが課題となっておるということです。そういう

ような状態の中で、何を今、もっと、目線というのは農家目線で、村民目線で考えてくださらな

ければ、農家の人が意欲がなくするようなやり方では、先に進めませんと思うんですけれども、

どうなんでしょう。

○議長（山路 有君） 石村長。

○村長（石 操君） 景山議員と多少思いがすれ違ってますけども、農家目線ということでは、

我々は、じゃあ、何を生産されるか、どういう形で農業をされるのか、どんな土地利用をされる

のか、じゃあ、どんな土地利用が適正なのか、隣近所に迷惑かからん、その農地の利用はどんな

ことなのかということは、それは言わせていただかなければならないということでありますので、

そこでは、やっぱり社会資本という、僕は社会資本という言い方をしてますけども、農地をお持

ちの方は、誰かがおつくりになるにしても、やっぱり一定の、何といいますか、使い方の暗黙の

水利用調整であったり、農薬散布であったり、田植え時期の統一であったり、そういうものの中

でやっていかれるのが農業だと思ってますので、そこを介在をしておるのが行政の職員で、行政

であるというふうに思ってます。そんじゃあ、こんなことはどうでしょうかということもありま

すし、これをしてみたいけど、どうだというときには、それは検討をして、ええだ、悪いだを言

わせてもらっておるというふうに思ってます。それは、いってみれば金がまつわることですと、

補助金等がかかわるものでありますと、そこはそれなりの、この補助金を受けられるためには、

こんな制約がかかりますよということは当然言わせてもらって、検討をしていただくということ

は、我々の仕事だというふうに思ってますので、そこで職員が、何といいますか、配慮が足らだ

った、足らないという言い方がありますけれども、そこには一つの距離もあるなという気がして

おりますけれども、表現が適切ではないと。ただ、景山さんが言われる、村民本位の視点で、い

わゆる農家本位の視点で行政運営を、農家を支援をしてということについては、一つも異論を挟

むのではありませんけれども、そこはやっぱりお互いがもうちょっと理解を縮めていかんと、今

のまんまでは埋まり切らんなという気がしております。答弁になりませんけど、そんな感じで受
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けとめております。

○議長（山路 有君） 景山議員。

○議員（２番 景山 重信君） 何かすっきりしない気持ちで今はおりまして、ただ、農家の人が

元気出さにゃいけんなという気持ちを起こさせる、行政ばっかが起こさせたっていけんですけど

も、何かそういう方向っていうのがなければ、どういう施策を講じられたけんっていったって、

進むことは、言いっ放し、きちんとその気持ちを受け取っておれば、それでいいんですけれども、

その辺が、今の変な話、収入保険にしても、座談会のときに説明したって言われたんですけども、

読んじょけてって言われたのが現実ですので、読んじょけっていうのも説明したということにな

ってしまいます。だけん、その辺が行政の人はどれだけ親身になって農家の人に接してくださる

のか、私のほうも、ああ、この人と一緒ならば、本当に頑張ってみようなという気持ちが湧かせ

るような、そういう行政の職の人だないと、ちょっと私は納得いきませんので、何か今言われる

ような格好ですと、何か補助金云々ということですので、それは当然、補助金返納のことがなら

ねば、それは当然確保してます。ただ、そればっかりじゃないんです。現実に話しする中では、

もっともっと本当に農家の人として見て扱ってくれちょうかなというような感じも受け取るんで

す。本当にそういう気持ちでおってごさねば、ちょっとちょっと先へ進まんという部分がありま

すので、まだ時間がありますので、そういう気持ちでずっと私は１年間過ごしております。ただ、

せっかくこういう思いがあって、荒廃地をなくさにゃいけんということの気持ちがあったもんで、

これはつくり続けないけない、機構のほうにも、村内ばっかりじゃなしに、村外でも今度は面積

ということですると、対応に必要なものですので、村外のほうにも、水位が低いということが条

件ですので、水位が高い場所では、浜のほうではいけませんので、水位が低いところで、肝付町

のほうでは、どげっていいますかいね、黒ぼくのところだったんですけども、そういうところで

もつくってますので、だから、米子市のほうにも、佐陀のほうにもまた必要ですので、日吉津で

いっぱいになったら、機構のほうにもお願いして、米子市のほうにもお願いせないけんなという

ことでおります。もうちょっと農家の人の目線で物事を考えていただきたいという、それだけな

んです。ただ、それだけ。

○村長（石 操君） 答えるんですか、答弁。

○議員（２番 景山 重信君） ほんだらええです、ええです。わかりました。これ以上言ったっ

ていけんかもしらんな。ただ今言わせてもらった、悪い事例でこう言うんですけれども、一村民

として見させてもらっています中で、職員の、私が言いたいのんは、一生懸命さが伝わってくれ

ばそれで大丈夫ですので、一生懸命さがひしひしと伝わってくる皆さんもたくさんおいでになり
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ます。本当に名前言ってもよければ、名前も言いますけれども、本当にこういう方も職員の中で

はおられます。嘱託の方、臨職の方も含めてあります。私はこの方を手本にして、職員のもっと

もっと村民目線ということでの、意識改革の方向につながらないものかと思っておりますけれど

も、その辺での改革というか、その辺は何かありましたら。

○議長（山路 有君） 石村長。

○村長（石 操君） 具体的なところに踏み込まんと理解がいかんところに来ましたが、いわ

ゆる村民本位の視点で村民ニーズを追求できるという姿勢は変わらんわけでして、決して農家を

ないがしろにしておるわけではありませんし、農家が元気が出るということに支援をしていくと

いうことにもっては、ことについては、全く異論のないところでありますので、そんな取り組み

をしておると。特に再生協議会あたりではそんな議論をしてもらっておるというふうに考えてお

りますので、御理解をいただきたいというふうに思います。

○議員（２番 景山 重信君） わかりました。

○議長（山路 有君） 景山議員、挙手してから立ってもらうといいです。

○議員（２番 景山 重信君） はい。

○議長（山路 有君） 景山議員。

○議員（２番 景山 重信君） 私は本当に日吉津の地以外の場所を選ぶことはできません。行政

マンの対応のいい悪いは別として、どんな手段を講じても、この地で私は生きたいと思っており

ます。私の気持ち、本当にわかってください。農家の長男に生まれたからには、次の世代、子供、

孫に農地を引き継ぎたい、今は自作地だけでは生活ができない、面積を拡大して維持管理できる

ようにしてやりたい。そして、家を見てくれるまでは第三者に経営移譲を計画しているところで

す。日吉津に愛着のある私のような村民に、日吉津に生まれてよかった、日吉津村で、日吉津村

民でよかったと感じてもらえるような施策を、どうか講じていただきたいと思います。また、そ

ういう職員であってほしいと思っておりますけれども、思いがあれば、感想があればお願いしま

す。

○議長（山路 有君） 石村長。

○村長（石 操君） 職員は、村民本位の視点に立つということもありますけれども、やっぱ

りその前提には公平中立ということもありますので、それもやっぱり職員の判断としては大事な

ところでありますので、決して職員が農家の皆さんのことをないがしろに、目線が違うという方

向で動いてないと。農家がどうされるのか、うちげの地域全体の農地をどうやっていくのかとい

うことでは、再生協議会あたりでしっかりと御意見をいただきながら、それをまとめる方向で議
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論をしておるというふうに、再生協議会を預かる私としては、そんなふうに受けとめておるとこ

ろでありますので、それ以上、農家に寄り添うということになると、どんなふうな寄り添い方が

あるのかなということで、再生協議会の中で幹事会等を含めて。幹事会ではそれぞれの農家の皆

さんの集合体で、実行組合というものをお持ちですので、そこで議論をしてもらいながら、再生

協議会どうやっていくのかということでの、農地をどうやっていくのかということでの議論をし

ていただいておるというのが実態でありますし、それから、今回の質問を受けて思いますのは、

農地全般を議論する場が比較的少なくなってますので、再生協議会に畑の項目も入れたらどうか

ということを今、担当課長にも言っておりますけども、多少ちょっと無理があるかなというとこ

ろありますが、うちげの、我が村の農地全体を議論する場がちょっと少なくなっておるというこ

とで、組織のあり方も考えていかなければならないなというところで議論をしようというふうに

思っておりますが、決して農業をないがしろにしておるわけではありませんので、それは農家の

方も同じ、非農家の方も同じ村民だということでの取り組みを日ごろ心がけておるというふうに

思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。以上です。

○議長（山路 有君） 景山議員。

○議員（２番 景山 重信君） 最後のちょっとそれはわかりましたけれども、村民として、荒廃

地防止に役立ちたいという思いにさせてくださいという、一緒になって私も頑張るということで

すけれども、農家の人にそういう気持ちにさせるというのが行政の仕事とは違うんですか。私は、

ちょっとその辺、私ができない、農家の人と、一員としてできないことを何かそういう薬草の栽

培ということのわからない中で進んでしまったわけでして、だけん、そういうのを私、農家の人

とかに教えてくれとか手伸べてくれるとかっていうのも行政の仕事だと思うんですけれども、そ

れも一緒になって、私たちが一緒に岡山行きて勉強しようやってって言って、ようやくそげな始

まりでしたので、去年の６、７月ごろでしたかいね、だけん、もっともっと行政も勉強してもら

って、国の情報、県の情報を得て、何とかそういう荒廃地対策ということで生薬の今、カンゾウ

とか麻黄とか、いろんな植物が５品目が指定されておりますので、そげな格好での荒廃地に対し

て、畑に対しての、とにかく先をもっと見るような、そういう感覚で元気出して私は、ほしいな

と思っておりますので、お願いします。

○議長（山路 有君） 石村長。

○村長（石 操君） 例えば個別の作物をどうしようかということになると、我々地方自治体、

いわゆる町村の範囲ではちょっと無理がある。それは、県の試験研究機関が県の農林部局を通じ

て、県の試験機関がありますので、そこらを相談をしながらやっていかないと、それは多少無理
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があります。うちげの職員に、農業技術者でもない職員に、あれを研究せえ、これを研究せえっ

ていって言われたって、それは多少無理があります。あれはどげんなっちょうかいなっていうこ

となら、情報をとってきて、こげなことは考えられるよっていうのはあるでしょうけども、あれ

をこげせえ、ほんなら、カンゾウがそげだ、ほんなら、ほかの生薬はこげだ、ほかの生薬はこげ

だなんて話はうちの職員はようしませんわ、それは、ということです。

○議長（山路 有君） 景山議員。

○議員（２番 景山 重信君） 何かそういう言い方だとなかなか進まんですので、ただ、本当に

農林局の職員の方にお世話になってずっと進んできたと思います。要するに、何ていうですかい

ね、書面の作成とかでも、一つ例を言えば、なかなか農家の人には難しいわけですだ。乱雑に書

いてごせっていっていった中を農林局の職員の人がまとめてごしたとか、もっと手とり足とりと

まではいきませんけれども、事業主の責任といえば、だって、作文だ、ほんなら、書かれんとい

うことになればこの事業っていうのは絶対成立しませんので、琴浦町みたいに全部行政が手とり

足とりでする場所もあるんですけれども、何かちょっと村の行政というのは私からすると寂しい

です。それはそれでいいですので、これからいい姿になってくれるだと思いますので、ただ、私

はどうにかしてでも５年後を目標に増産をするような格好で頑張ってみたいと思っておりますの

で、そのことだけはお伝えして、いろんな場所ででもちょっと相談に乗るというような姿を示し

てほしいなとは思います。いいですかいな、相談。

○議長（山路 有君） 石村長。

○村長（石 操君） 農業改良普及員の役割は役割としてありますし、行政の職員は行政の職

員としての役割はありますので、それは相談に応じないということは言ってませんよ。それを支

えていくという言い方はずっとしてきてますので、その姿勢に変わりはないですし、農林担当の

職員は事務方ですけども、うちの農業がどうあればいいのか、農地がどうあればいいのかという

ことを常日ごろ考えてますので、決して景山議員の農業者としての意に反するということではな

いと。これは適否は判断をしますけれども、景山議員が考えられる、農業者として考えられる方

向に沿った考え方をしながら、そこで、ええ悪いということを言っておるというふうに思います

ので、御理解をいただきたいと思います。

○議長（山路 有君） 景山議員。

○議員（２番 景山 重信君） 解釈します。理解します。頑張ってみますので。

それで、次の掘り取り機のことなんですけれども、私がチューリップをやめてから４０年ぐら

いなるんですかね。３０年かな。私が一生懸命チューリップをつくってたときから調子が悪くて、
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２台のうち１台を部品取りということでしちょったんですけれども、それで、その方から今、話

があって、とてもリースしようにもどこからどげするもんだらあかなということは相談があって

のことだったんです。それで、役場は、様子とかは来てみなあかってって言ったら、来てごしな

あってって。それで、どげ言っただかいな、植えつけ機、これはもう、どげって表現していいか、

ころころころころ、上下で手直しせんといけんので、そこはもう使わでもいいけんって言って、

ただ、掘り取り機は部品取りで使っておったんですけれども、ことしはまた天気がよかった関係

でかたかったっていうこともあるかもしらんですけれども、半分しか掘り取りができんかった。

二度も三度も掘り取りしてもらったということで、こげなことじゃあとてもいけないということ

で、ただ、私が一つ心配したのは、毎年、様子伺いに来ておって、行政から来ておって、調子が

悪いのもわかっちょって何で手を打たないかなってっていう疑問なんです、私が。前もってわか

っとるのに、４０年前からそういうことはわかっちょったんです。それで、そげだのに、何で今

になってから。ほんなら、村っていうのは、村の花ってって決めてあるのに、ほんなら、４人、

３人に委託して、５畝が２０万、２５万をして、その本人たちはもう意欲をなくするわけですが、

つくってくださいと言われても。もうやめよかい、これがいい機会にっていう人もあったんです。

ちょっと待ってごしないよ、そげじゃあいけんので、まだ村の花ということは決めてあるもんで、

何とか元気出してつくらにゃいけんけんっていうことで、このどうしてくださるんだあか、調整

して、修繕をするとかっていう答弁があったんですけども、修繕できるようなものではないです、

もう。部品取りもできなくなりました。ということで、新しい機械を買ってもらって、村の花を

維持するならば、そういう気持ちで向かっていただかんといけないなということですので、お願

いします。

○議長（山路 有君） 石村長。

○村長（石 操君） 答弁の後にどうも直らんということがわかったようでありますので大変

失礼をしましたが、トラクターのアタッチメントだと思ってますので、ただ、４０年前と同じだ

がなという話ではないと思ってます。これまでには、この近年はそれでやってもらっちょったと

いうことだと思ってます。よもや、手やくわですき起こされえもんではありませんので、アタッ

チメントがなけな、掘り取り機がなけなできんもんですので、４０年前から壊れちょるという表

現はどうなのかなという気はしますけども、どうもそこの答弁の内容としては不十分だったとい

うことで、それはおわびをさせていただき、訂正もさせていただきたいと思いますが、これは、

アタッチメントの件については検討をさせていただくということにさせていただきます。掘り取

り機のアタッチメントは検討させていただくということに、今、それもう掘り取っただかいな、
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まだ掘り取っちょらんだあが、終わっただな、掘り取りは終わってますんで、この期のやつは、

次の期に間に合うように検討をしていかなければ……（「来年ですね」と呼ぶ者あり）ならない

ということだと思いますので、そこのところはお断りを申し上げて、生産者の皆さんにはぜひと

も御理解をいただいて、村の花として今チューリップ以外のものを考えておるということでもあ

りませんし、相変わらずチューリップの村だけども、チューリップが少ななって寂しいなという

ことはありますけども、それはさまざまな立場でプランターなどで栽培をしていただいたり、い

ろんな取り組みも出ておりますので、そのようなことに感謝をしながら、やっぱりチューリップ

の村というイメージを大事にまだしておく、持続させておく時期だというふうに考えております

ので、よろしくお願いしたいと思います。

○議長（山路 有君） 景山議員。

○議員（２番 景山 重信君） ありがとうございました。何かこの場面になって、ちょうど村長

の意思がちょっとわかるようになりました。

○村長（石 操君） 壊れちょったっていう……。

○議員（２番 景山 重信君） いやいや、わかるようになりました。

ただ、あげして話ししますと、前のカンゾウの話もですけども、チューリップの話ですけども、

農家の人と行政の人とのやっぱし本当に意思のつながりっていうのがあったならばこういうこと

が、特にチューリップなんかは前もってわかっておることですので、毎年、挨拶に来られて、話

ししますよ、調子が悪いよっていうことはわかっちょうっていうことですので、やっぱしそれ以

上のつながりがあったならばということは感じてしまいます、私は。もっともっと深く農家の人

に溶け込んでやっていただかんと思うんですけれども、ちょっこう益田課長、その辺は答えてや

ってください。

○議長（山路 有君） 益田建設産業課長。

○建設産業課長（益田 英則君） 景山議員の御質問にお答えします。

チューリップのこの機械に関しましては従来からどうだったっていうところまではちょっと伺

ってなかったもので、対応がちょっととれなかったことはおわびしたいと思いますけれども、こ

のたび景山議員のほうから御連絡いただいた後、生産者の方とお会いしまして、機械の状況なり

を聞き取りさせてもらいました。その際には、修理がまだできるのか、それとも新しく買わなけ

ればいけないのかっていうような判断がまだできないような状況の中でした。その中で、見積書

のほうを出してくださいということでその生産者の方にお願いして、見積書のほうが出てきたん

ですけれども、修理の見積もりのほうが出てきてなくて、新品のほうの見積もりが出てきまして、
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今後、新しい機械を導入するっていうことになろうかと思いますけれども、農協のほうの持ち物

ということもありますので、そこら辺の対応は今後、御協議を重ねていかなければいけないのか

なというふうに思っております。以上です。

○議長（山路 有君） 景山議員。

○議員（２番 景山 重信君） ありがとうございました。本当にこれをきっかけにぜひ農家の方

と、３人の方と、３人っていったって相手がおることですので、この方と会話を十分にとって生

産を励まして、元気づけてあげていただきたいと思っております。

それから、維持存続ということで、これからある時期に来たので、来年が４０周年のマラソン

ということですので、私は、先ほど言いましたように、チューリップマラソンということを存続

させたいと思っておりますけれども、ちょっともう一遍、そういう状態でプランターマラソンに

なってしまっちょうような状態ですので、再度、住民の人にとってみて、どげするかということ、

続けてくださいということになればもっともっと、２反や３反の面積じゃなくて、もっとようけ

面積をもって、特に４０周年のマラソンということになればもうちょっと立派な舞台づくりをし

てあげたいなという思いがあるもんで、皆さんにとって早目に結論を出してもらって、そういう

方法でできないもんでしょうかなと思って。今のまま、例えば２反のまんまでおさまってしまい

ますので、もっともっと、４０周年事業ということですので、２反、３反じゃなしにもっとよう

けの面積ということで村としても頑張ってもらえんかなということがあっての質問でした。どう

でしょう。

○議長（山路 有君） 石村長。

○村長（石 操君） 景山議員からも私の答弁からも、チューリップの栽培なり栽培者の数な

りが、人数が非常に難しいという議論をしてきました、今まで、この時間。４０周年に向けて２

反、３反じゃいけんけん、もっとがばっとふやせという話ですけれども、そんな簡単な話では、

これまで前段、議論してきたところでは難しいのではないかと。それは気持ちはわかりますけれ

ども、４０周年でせっかくだからという言い方はわかりますけれども、じゃあ、生産者を確保せ

んけども、どげすうだという話もありましたし、そんなことや機械もいけんようになっちょうが

なという現状をどげすうかという議論の中ですので、それに応えるのが今のところ精いっぱいで

したが、改めて村民の皆さんに問うということにはならんであろうというふうに思ってます。そ

れは、生産が追いつかないけません。チューリップを、何ていいますか、ただ、穴掘って埋めと

くということにはなりませんので、そんなこと私が言うすべでもないですけれども、プランター

といえども一定の土壌を準備して、肥やしをして、栽培管理をしてできるわけですので、そんな
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簡単に一朝一夕にできるもんではありませんので、そこは、じゃあ、がっとふやせなんて話、簡

単な一口の議論ではないというふうに思ってますが、どうやってふやしていくのかなということ

は生産者に考えてもらったり、うちげからこんな話もあるけど、ふやせんだろうかなという話は

あれしてもみても、今そこここで、じゃあ、何ぼにしますというようなことではないというふう

に思ってます。以上です。

○議長（山路 有君） 景山議員。

○議員（２番 景山 重信君） ありがとうございました。

ただ、何ていいますか、目標を持って５反という私も表現したんですけれども、４０周年事業

ということならば、生産者も見つからない中、問うことにはならないというような表現はちょっ

と私はいけんと思うですが、私の気持ちとしては、一緒になって来年は皆さんを、栽培者の人を

お願いするとかなんとかして、目標を持って増殖できるような、反別がふえるような、そういう

日吉津の村にしたい、してくださらんかなという思いがあるもんで、ただ、私のそれは気持ちで

すので、人数が栽培者がおらないのでふやすことはできんというような、そういう寂しい発言は

ちょっと……。

○村長（石 操君） そんなこと言ったつもりはありません。

○議員（２番 景山 重信君） ちょっと私、いけませんので、そういうことでは、ひとつよろし

くお願いしたいと思います。終わります。

○議長（山路 有君） 以上で景山議員の一般質問を終わります。

○議長（山路 有君） 続いて、５番、三島尋子議員の一般質問を許します。

三島議員。

○議員（５番 三島 尋子君） ５番、三島でございます。

質問は３点通告させていただいております。１点目はひえづ式巡回バスの運行について、２つ

目は今後の土地開発公社について、３点目は村農業委員会の重要施策についてでございます。村

長からの答弁をお願いいたします。

１つ目のひえづ方式巡回バスの運行については、２点お伺いいたします。村内バス運行につき

ましては、これまでにも質問をさせていただいております。その後も多くの皆さんから、巡回バ

ス、巡回の車があるといいなっていうことを言われますので、再度質問をさせていただきます。

自動車事故は年齢を問わず、連日報道されております。中でも高齢ドライバーの逆走運転、悲惨

な事故の多発で、政府は対策を検討始めました。最近、村内では女性高齢者が集まりますと決ま
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ってといいますか、話題に上るのは、車の免許を返納すると後がどうなるかっていうことが話題

に上ります。危ないから返納と言われても、親のことや家族のこと、そして自分の今後の体調の

こと、買い物や通院などを考えると返納はすぐにはできないなっていうことが出されます。そし

て、その後で皆さんで話し合われるのが、村内を回る車があるといいけどっていうことで、それ

をぜひ行政に考えてほしいっていうことが上がってまいります。これまでの質問に対しまして、

村長からはタクシー助成券の利用を促進していくということを答弁としていただいております。

社会参加を促進する施策、事業としては評価をいたしております。課長からは、デマンドバスも

全くゼロではないということで、地域の公共交通協議会との連携も、関連も含めて検討してみた

いということでありました。その後、新しい方向性は出たのでしょうか。タクシー助成券とあわ

せた事業として、ひえづ方式巡回バスの運行についてお伺いをいたします。

２つ目ですが、先ほど申し上げましたタクシー助成券の利用についてでありますが、現在、利

用１回５００円っていうことがなされております。利用者の希望としては、年間２万０００円

の範囲で利用できるようにとの声が出されております。もう少し利用の促進っていいますか、自

由に使える方向を考えていただきたいということがありますが、この点についてはいかがお考え

でしょうか。

次、大きく２番目ですが、今後の土地開発公社のあり方について２点伺います。土地開発公社

は３０年来の課題解決に向けて、現在、経営の抜本的改善を求めるために、平成２５年度から２

９年度、今年度が最終年度ですけれども、経営健全化計画を実施しております。

１つ目ですが、平成２５年度経営健全化計画策定時において、仮払金約８００万円がござい

ました。これは、起債の対象にならずという説明を受けております。これの処理に当たって、ど

うされるのか、お伺いをいたします。

２点目は、健全化計画終了後の土地開発公社のあり方、解散か継続かについて、多分検討され

ておると思いますので、お伺いをいたします。

次、３点目です。村農業委員会の重要施策についてお伺いをいたします。農業委員会法の改正

によりまして、今年７月２０日から本村も農業委員会は新体制となります。今議会において、委

員さんの提案がなされております。農地利用の最適化を促進していくことが目的ということで掲

げられておりますが、まず、１点目として、日吉津村農業委員会がまず重要としていかなければ

ならないことは何かっていうことです。

２点目として、本村では、農地最適化推進委員は設置いたしません。農業委員が兼務すること

になりますが、これまでと今後の委員さんの任務に大きく違うところがありますでしょうか。
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３点目です。農業委員報酬は３月議会で条例の一部改正がありまして、加算額は国の制度によ

って行い、規則で定めるという説明がございました。加算額は決まりましたでしょうか。その決

め方についてお伺いをいたします。

４点目は、職員体制についてお伺いをいたします。農業委員会法第２６条、専任職員の配置っ

ていうところがございますが、その点についてお伺いをいたします。

以上、質問でございますが、答弁によりまして、再質問させていただきます。

○議長（山路 有君） 石村長。

○村長（石 操君） 三島議員の一般質問にお答えをしてまいります。

最初に、１点目は、ひえづ式巡回バスの運行をということでございますのでお答えをしますが、

高齢者のドライバーの逆走運転などの悲惨な交通事故が多発をしておるというところであります。

その対応が問われておるということで、巡回バス要望の背景として、公共交通手段のない公共交

通空白地帯への移送が上げられますけれども、本村では、その対応として、平成７年度から日吉

津村重度心身障がい者等社会参加促進事業としてタクシーの利用助成を行ってきたところでござ

います。対象者は、障害者手帳、療育手帳、精神保健手帳をお持ちの方で、一定等級以上の住民

税非課税の方、７５歳以上の高齢者のみの世帯、また、６５歳以上７４歳以下の高齢者のみの世

帯で運転免許または自家用車を所有されていない世帯と、徐々にその枠を広げてきており、乗車

１回につき５００円分のタクシー券を一月に４枚交付して、高齢者や障がい者の交通利用助成へ

の充実を図ってまいってきたというふうに考えております。これまでも公共交通やデマンドバス

の運行について、鳥取県西部地域公共交通活性化協議会などで今も検討がされておるところであ

ります。行政区域内を巡回するデマンドバスということですと、非常に限られた、限定的な我が

村の２キロかな、２キロ四方ですか、のことになりますので、デマンドは余り現実的ではないと

いうようなところもあるというふうに考えております。そういう意味では、タクシーチケットの

ほうがコスト安で効率化との結論から、タクシーの利用助成に力を入れてきたところであります。

２点目の、１回５００円使用を年間２万０００円の範囲で使用できるように検討されている

かということでありますが、事業を始めて以来、タクシー助成１回の利用について５００円での

使用とさせていただいております。この事業の目的は、生活の支援であったり社会活動の参加促

進でありますので、まとめての御使用は今のところ検討をしておりません。病院への通院や日常

生活での利便性の向上に御活用いただくなど、障がいのある方や高齢者の皆様方が外出の機会を

ふやしていただけるようなお使い方をしていただければというふうに考えておりますので、御理

解をいただきたいと思います。
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それから、２番目の今後の土地開発公社でありますけれども、仮払金の８００万円について

は、農村活性化土地利用構想事業に伴うエリアの中の用地費分が仮払金ということで、いわゆる

開発公社が村の事業を肩がわりしておるということが一つと、土地区画整理事業の宅地減歩助成

費等の補償費を開発公社に仮払いをしてもらっておるということですので、これらの補償費は今

回の健全化計画で起債の対象にならなかったということでございますので、村が公社の所有地を

買い入れる際に、この補償費を合わせて一般財源での処理をしなければならないということであ

りますので、御理解を賜りたいというふうに思います。

それから、土地開発公社のあり方については、２９年度末にこの健全化計画を終わるというこ

とですので、質問の時期としては当然このことが出るのかなというふうに思いますけれども、も

うちょっと現在の開発公社の進捗状況を見きわめさせていただきたいと。今やめるか続けるかと

いうことではなしに、もうちょっと時間をいただいて、土地の処分の健全化の進捗状況を見定め

てからの判断にさせていただきたいと。どちらかといえば、多少持って、継続をして、どこかの

時点で、ああ、これなら大丈夫だというところまでちょっと判断を待っていただければというふ

うに、今の段階ではないなというふうに思ってます。いずれ、そんな、やめるか、公社を閉めて

しまうのか続けるのかという判断ができるような開発公社の状況にしていきたいというふうに考

えておりますので、御理解をいただきたいと思います。

３点目の村農業委員会の重要施策はということでありますけれども、これは全国横並びのとこ

ろがありますけれども、農業委員会等に関する法律の改正によって、農業委員会の役割としては、

さらに改めてのことになりましたけれども、担い手への農地利用の集積・集約化ということが大

きな仕事になります。それから、遊休農地の発生防止と解消と。それから、農業に新規参入され

る方、新規参入の促進を必須業務として位置づけられております。現在も荒廃地対策など、関連

した取り組みを進められておりますので、より一層充実した活動にしていただくよう、農業委員

会において取り組んでいただきたいというふうに考えております。

その中での２番目の質問で、農地利用最適化推進委員は設置しないので、農業委員が兼務する。

これまでと今後の任務が大きく違うことはあるのかということでありますが、本村においては、

１人ずつ定められた担当地区の現場活動を行う農地利用最適化推進委員を設置しないこととして

おりますので、その任務を農業委員さんが担ってもらうということにしておるところであります。

本村においては、新体制の農業委員さんが７月２０日からの任期でありますが、昨年から現在の

農業委員会全員に担当地区を決定をして、現場活動を行っていただいておるというのが現実であ

りますので、現農業委員と新農業委員の任務が大きく変わるということではないというふうに思
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っておりますけれども、法律改正によって、先ほど申し上げました、担い手への利用集積、さら

に遊休農地の発生防止・解消、そして新規参入の促進をさらに強く求められた改正であるという

ふうに考え、農業委員さんの仕事はそこが重点化し、さらに特化されていくということになると

いうふうに思っております。

それから、加算額でありますけども、委員の加算額については、報酬加算額ですけども、現場

の活動及び成果の実績に応じた額ということで新農業委員に支給をするということにしておるわ

けでありますけども、活動の実績に応じた額ということでは、その活動内容で申し上げますと、

農地の出し手と受け手、借り手の調整活動、調整をすると、それから遊休農地所有者に対する相

談活動、そして新たな農業経営希望者への農地あっせん活動などの活動に対して加算をするとい

うことでございますので、先ほどの農業委員会の、農業委員の大きな役割ということに集約化や

荒廃地の解消、そして新規参入の促進という、そこの３点に絞って活動の加算の実績を支払うと

いうことでございまして、成果の実績に応じた額ということでは、担い手への農地集積、遊休農

地の発生防止・解消の達成度に対してそれぞれ支給するということでございまして、先ほども議

員さんからありましたように、別途、村長が定めるということにしておりますので、現段階でそ

の支給額をどうするのかということでは、多少遅くなっておりますけれども、２０日までの任期

までには支給額を定めていきたいと。それは従来の農業委員さんとも議論しながら、相談すると

ころはその辺かなということで、また、よその状況も見ながら、新しい農業委員会の制度におい

て既にスタートしていらっしゃるところもありますので、そこら辺の報酬額も勘案しながら定め

ていきたいというふうに考えておりますので、現段階ではまだ定めてないということで、これか

らの、日にちは限定的でありますけれども、定めていきたいというふうに思います。

次に、農業委員会の４番目でありますけれども、農業委員会職員法第２６条で職員について定

めてあるけれども、その職員体制はということでございまして、職員の定数は条例で定めるとい

うふうに規定してあります。そして、日吉津村職員定数条例において、農業委員会の事務局の職

員１人と規定をしております。法第２６条第５項では、専任の職員の配置及び養成、その他の措

置を講じて、その事務に従事するために必要な知識及び経験を有する職員の確保及び資質の向上

を図ることに努めなければならないと規定をしておるところでございまして、本村においては、

建設産業課長を事務局長、建設産業課職員のうちから１人を事務局職員とする、合計２名の職員

体制としております。そして、法令や農業委員会総会の決定事項に基づき、会長の委任を受けた

事務局長の指示のもとで日常的な業務を行っておるところであります。

以上で三島議員からの一般質問の答弁とさせていただきますので、よろしくお願い申し上げて、
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答弁とさせていただきます。

○議長（山路 有君） これより再質問に入ります。

三島議員。

○議員（５番 三島 尋子君） 巡回バスについてですけれども、先回もさせていただきまして、

大体お考えになってることは理解はしておりますけれども、住民の皆さんの、特に女性からです

けれども、たくさんの要望が出されます。先ほど申し上げましたように、寄りますとそういう会

話がなされまして、本当はすぐ返したいけども、返した後が不安だっていうことがありまして、

自分の親を見ておる中ででも、病院に送ったり、いろんなことをしておるっていうことがありま

すし、家族に免許証を持っておる者がいるともらえないっていうのもあります。そうすると、若

い者に休んで連れていってくれっていうことは言えない。以前のようにはみやすく休みがとれな

いっていうことがありまして、そういうことも考えるとやっぱり不安だなっていうことを言われ

ます。デマンドバスっていうのは、なるほど、大きい、こうありますし、いろんなことを考えた

中で、日吉津は日吉津として小さい村にあった、そういう村中を回る小型の車を走らせていただ

けないかなっていうことが出されるわけです。確かに障がい者の方初め、多くの皆さんに助成券

を発行していただいてるっていうことは大変評価するものです。よそに先駆けてやられた施策で

あると思っておりますので、それは大変いいことだと思っておりますが、だんだんなれてくると

みんなが要望が多くなるっていうことはありますが、それはそれなりに、やはり小さい行政であ

るからこそできるし、やれるっていうこともあると思いますので、もう一度そこを検討していた

だいて、行政の中で考えられるっていうことではなくて、障がい者の人も、それから免許持って

る人も返納した人も、それと免許がない人も若い人も子育て中の方も寄って、いろんな協議をし

ていく場っていう、そういうものは設けてもらえないものかっていうことも出されておりまして、

そういうことについてはいかがお考えでしょうか。

○議長（山路 有君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 三島議員の御質問にお答えします。

デマンドバスについては、以前からもお話をさせていただいておりますけども、実は５月に県

のほうともデマンドバスの関係で協議をさせていただいております。日吉津村全体ではないです

けど、この西部地区でアンケート調査もされて、その中の日吉津村の調査等も含めて、昼間はや

っぱり病院とか、それからイオンとかに行かれるっていうのがバスの利用が多いということで、

デマンドバスについては、今吉とか日吉津下とか、人口が集中してるバス路線のないところが空

白地域があるということでお話をしたんですけども、やっぱりデマンドバスの必要性はちょっと
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低いかなということで、このデマンドバスの導入となると運輸局であったり、いろいろなことが

かかわってきますので、なかなか広範囲にわたる配送を好まないということもあって、一応はな

かなか非常に難しいなということの話をしております。なかなかデマンドバスっていうのは難し

いものもあって、コスト的にも、案としてデマンドバスの話をしたときに１回３００円ぐらいと

いうことがありまして、タクシーだと初乗りが５００幾らから６３０円ということで、５００円

の券を使っていただくとそっちより安いということで、コスト的にもタクシーのチケットを利用

したほうがいいなという話になっております。ただ、今現在、西部地域公共交通活性化協議会の

中でも、実はバス路線の西部市町村間の循環線の設定についてちょっと協議が行われておりまし

て、以前にもちょっと話をしたと思うんですけども、伯耆大山とイオンを結ぶ巡回路線が、要は

日吉津を通って米子をぐるっと回るような路線なんですけども、その辺も今、検討されてるとこ

ですので、デマンドバスはなかなか難しいですけども、そのバス路線ができれば、またそういう

伯耆大山のほうからイオンに向かっていく道にバスが通ることになれば、多少そういう部分も解

消できるかなというぐあいに思っております。以上です。

○議員（５番 三島 尋子君） みんなで。（「協議の場」と呼ぶ者あり）

○議長（山路 有君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 済みませんでした。先ほどの話で、デマンドバスについては今のよ

うな話ですので、今現在、協議の場ということは、今のところは考えておりません。

○議長（山路 有君） 三島議員。

○議員（５番 三島 尋子君） いや、みんなが寄って、話し合いの場を持っていくっていうこと

はお考えにはならないでしょうかっていうことをお聞きしたと思いますが、その点いかがでしょ

う。すぐにはなるとは思いませんが、今年１年ぐらいかけてでも検討してみるとか、そういうこ

とはいかがでしょうか。

○議長（山路 有君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 協議の場については今のところ検討しておりませんけども、議員言

われるように、少しその辺については検討してみたいと思います。

あと、デマンドバスについては予約という部分がありますので、やっぱりその部分でも難しさ

があるかなというぐあいに感じております。以上です。

○議長（山路 有君） 三島議員。

○議員（５番 三島 尋子君） デマンドバスっていうのは、走るところが限られると思いますの

で、その点については理解はします。ですので、日吉津は日吉津の方式のものを検討してもらえ
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ないかなっていうことですので、皆さんでそういうことについて話し合いの場を持っていただけ

たらなということです。

それと、また、タクシー券っていうことは大変いいことだと思ってます。ですので、これはず

っと続けていっていただきたいと思いますが、例えば、村内は日吉津村式の巡回バス、巡回バス

っていうか、巡回の車、小型車でも回していただいて、あと、村外になったらタクシーを使うと

か、そのタクシー券、先ほども答弁がありましたけれども、１回５００円っていうのは譲られな

いかっていうことです。これは利用者の方からも多分、担当者のほうへは伝わってると思います

が、何度か要望をしておるけれども、一向に返事が返ってこないっていうことがありまして、そ

の点、その方は余りは使っておられないようです。７５歳以上ですので、独居ですが、車があり

ますので大体車を使ってるけれども、でも、もしかのときに何かがあったときには、米子のほう

にでも出ないといけないときに、１回５００円では往復で四、五千円かかるときに千円っていう

ことですね。それを０００円払うっていうのはどうかなっていうことが言われてます。それで、

年に何回かしか使わない。全然使ってないっていうことも言われます。ですので、利用の仕方に

ついて、もう少し検討を加えてほしいっていう要望があっておるはずです。こういうことについ

て、担当課のほうでは検討がなされておりますでしょうか。

○議長（山路 有君） 小原福祉保健課長。

○福祉保健課長（小原 義人君） 三島議員の御質問にお答えします。

現在の利用方法は、先ほど答弁にあったとおり、１回５００円ということでお願いをしてると

ころです。それで、そういった声が届いてないかということなんですが、この４月に申請を受け

付けますけれども、窓口のほうで数名、そういった、何枚も１回に使ってもいいんじゃないかと

いうようなことをお問い合わせもあると聞いております。ただ、所期の目的が病院への通院です

とか日常生活の利便性の向上、そして高齢の方や障がいの方が外出機会をふやしてもらうという

のを狙いとしておりますので、やはり、１回、例えば医大に行って帰られる。それで０００円

かかる。往復で０００円ということで、そこで使ってしまえばそれでおしまいなんですけども、

使えるんですけども、一月に４枚ということですので、医大の１回ということではなくて、何回

かはやはり外出もされると思いますので、そういったときに分けて使っていただきたいなという

ことでお願いをしてます。そして、２万０００円という年額なんですけれども、今のところ、

利用の平均をとってみますと、５０回のうちの２２回から２５回、ですから半分ぐらいというの

が今の実績であります。ですので、２万０００円せっかくありますので、ぜひ満額のほうを御

利用いただきたいということで考えております。今のところは、おまとめになって御利用いただ
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くというのは検討はしておりません。以上でございます。

○議長（山路 有君） 三島議員。

○議員（５番 三島 尋子君） そうしますと、月４枚っていうのは譲れないっていうことですね。

今後、これについてもう一度検討をしていくっていうことはないでしょうかね。このことについ

ても後、答弁お願いします。

それとですが、ただいま利用についての話がありましたので、ちょっと私も調べてみました。

助成券の発行は１回５００円で、１人何か５０枚って予算の説明のとき聞いたように思います。

そうしますと２万０００円っていうことだなってこと思いまして、じゃあ、利用はどれぐらい

ありますかっていうことを思いましたら、これまでの実績ですけども、大体９０人っていうこと

でした。そうすると、２００人に配ってるっていうことですので４５％ですね。当初予算を見て

みますと１００万です。本当は２００人に配って、全額を使うようになると５００万円の予算編

成だと思いますが、１００万０００円が計上されております。これを見ますと、金額からする

と２０％。初めから利用がないものだなっていうふうに何か考えられてるのかなっていうふうに

捉えてしまいました。うがった考え方、捉え方かもしれませんが、これの促進について、ただい

ま答弁いただいた中で、もう少しそれにすれば、利用の促進していくっていうことに努めていか

ないとバスを運行できないかっていう方向にもなると思うんですね。これとあわせて、皆さん、

住民の方がせっかくの利用のことですので、もう少し前向きに、漸進的に検討をして、住民にい

い御返事をしていただくっていうことはできないものでしょうか。いかがでしょうか。

○議長（山路 有君） 小原福祉保健課長。

○福祉保健課長（小原 義人君） まず、５０枚ということですけども、月が４枚ということで１

２掛けると４８ということなんですけども、年度当初には５０枚、来られた方には５０枚お配り

しております。それで、今、２００人ということをおっしゃったんですけれども、一応、通知、

案内をするのが２００世帯ぐらいです。内訳を言いますと、障がいの関係の方が５０名ぐらい、

あと、高齢者の関係の方が１５０世帯ぐらいということで、２００世帯ぐらいにそれぞれこの利

用ができますよという案内を配らせてもらいます。そして、申請のある方というのは、例えば２

８年度実績でいえば７２名の方が申請に来られてます。ですから、ちょっと２００というのは最

初の案内の通知でして、利用は実際は７２名ということになっております。

それで、決して絶対譲れないということではありませんで、やはりこれから皆さんの声を聞い

て検討していく必要はあるなというふうには考えておりますので、今までのちょっと、若干懸念

としては、我々の狙いとした違うところの利用方法もされるといった懸念もありましたので、そ
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の辺をどうやったら払拭できるかというような辺も考えながら、利用の仕方について検討してい

きたいと思います。よろしくお願いいたします。

○議長（山路 有君） 三島議員。

○議員（５番 三島 尋子君） 今後も住民の意見をよく聞いていただきまして、これ、せっかく

の施策ですので、活用ができてきて、皆さんが社会参加を促進されるように方向づけをしていっ

てください。

次、２番目の土地開発公社のことについてお伺いをします。１番目の仮払金の８００万円に

ついては一般財源で対応していきますっていうことでしたので、今年度、土地の買収っていいま

すか、役場が買い取ることと含めて全額をその中に含めて３億０００万でしたかね、その中に

入っておるということでしょうか。

○議長（山路 有君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 土地開発公社の決算の報告等でも説明しましたけども、固有財産の

海浜運動公園、それから先ほどの農村土地利用活性化構想事業、それから土地区画整理、全て合

わせて３億１６１万３１８円ということであります。以上です。

○議長（山路 有君） 三島議員。

○議員（５番 三島 尋子君） ２番目の今後のあり方についてですけれども、先ほど村長からの

答弁をいただきまして、今年度、もう少し検討させてほしいっていうことではありましたので、

今までのような塩漬け土地ができないように今後はしていくとは思いますけれども、よく検討を

されて、また議会のほうへも報告をしていただきたいというふうに思います。

それと、あと、お伺いしたいのは、これから公会計に入っていくわけですけれども、役場が買

い取った土地が行政の固定資産として上がってくるわけですね。そのときに、簿価を見ますと大

変大きい額になっておりますけれども、その額が固定資産として村が見ていく額に合ってるかど

うかっていうことですね。そこら辺、簿価でも見てもいいし、時価で計算するかはその行政自体、

自治体で考えていくっていう公会計のあり方になってると思うんですけれども、その点はどうお

考えになってますでしょうか。

○議長（山路 有君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） その点については、ちょっとなかなか難しい問題でありますので、

十分協議して決めていきたいというぐあいに思います。

○議長（山路 有君） 三島議員。

○議員（５番 三島 尋子君） 公会計に変わるっていうのは来年度からではないでしょうか。固
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定資産については終わられてるんではないですかね。それに対してどういう状況が考えられてる、

ほかのことも同じだと思うんです。ただ、土地開発公社だけのことではなくて、全体的なものと

して簿価でするか、それとも時価に当たっていくかっていうことがありますので、現在は、じゃ

あ、どういうふうな方向をとられておるんでしょうか。

○議長（山路 有君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 済みません、ちょっと時間いただいてよろしいでしょうか。（「休

憩」と呼ぶ者あり）

○議長（山路 有君） はい。じゃあ、暫時休憩。

午後２時４２分休憩

午後２時４６分再開

○議長（山路 有君） 再開します。

高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 失礼しました。全て一応、取得価格ということで、その当時に買っ

たお金でしております。特に土地開発公社は簿価で買っておりまして、その取得価格ということ

でしております。以上です。

○議長（山路 有君） 三島議員。

○議員（５番 三島 尋子君） 時間とりました。

その簿価っていうことになりますと、少し計算をしてみると物すごい高い金額になってます。

平米当たりが四、五万、坪当たりにすると今吉で十五、六万っていう計算がなります。そうする

と、実際にそれだけで売れるかっていうことがあると思いますので、そこには差額が生じてくる

と思いますね、実際に売買、村がするかどうかは今後わかりませんけれども。その点において、

やはり検討をしていくところかなっていうことを感じております。そういうことをちょっと申し

上げておきたいと思います。

次に、農業委員会の施策についてお伺いをいたします。先ほど農業委員会の重要施策について

答弁をいただきましたけれども、農地の再生協議会ですかね、そういう協議会があって、いろい

ろ協議をされておるっていうことは知っておりますが、農業委員会は月１回で、これは月１回っ

ていうことが規定になってますでしょうか。私の勉強不足かもわかりませんが、農業委員会より

も再生協議会っていうのが何か力を持ってるのかどうなのか、何かそういう感じを受けるわけで

すが、これはどういう関係にあるんでしょうか。
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○議長（山路 有君） 益田建設産業課長。

○建設産業課長（益田 英則君） 三島議員の御質問にお答えします。

農業委員会総会は、月に１回ということで毎月実施をしております。

あと、再生協議会と農業委員会との関係っていうことなんですけども、再生協議会のほうが建

設産業課が農政担当ということで担当しておりますし、同じ課なんですけども、農業委員会も建

設産業課のほうで行っておるということで、再生協議会は幹事会を最初に行いまして、そこで総

会に提出する資料、議案なりを検討していただいた中で総会を開催しますけども、その中で、具

体的にいいますと、先ほどありましたような農業委員会の農地の最適化の推進の事業、取り組み

ます事業、これは全て再生協議会の取り組みます事業ともかぶってきます。あと、その中で、農

地中間管理事業っていうのもあるんですけれども、そちらのほうについても農業委員会なり、あ

と、再生協議会なり推進していくという形で取り組んでおります。目的は、同じような目的にな

るかと思いますけれども、農業委員会におきましては、農地の売買、貸借の許可、あるいは農地

の転用案件というようなことの協議される部分がありますけども、こちらについては、再生協議

会のほうでは検討事項に上がってこない部分ということで解釈しております。あと、ありますの

が、荒廃地対策の関係なんですけれども、年に１回、農地パトロールということで対応をとっと

りますけれども、こちらにつきましても、農業委員会と再生協議会が同じ日に同じことをやって

おるということで、事業のほうをさせてもらっとります。以上です。

○議長（山路 有君） 三島議員。

○議員（５番 三島 尋子君） 担い手さんへの土地の集約っていうのは農業委員会でやられるっ

ていうことがありますけれども、それに向けて、この再生協議会っていうのもそういうところに

絡んでいる、土地出された人に対して交渉とか、いろんなことをやっていかれるっていうことは

あるんですね。何かそういうふうに聞いてますが、それはどうなんでしょうか。

○議長（山路 有君） 石村長。

○村長（石 操君） 先ほど益田課長が答弁しましたように、農業委員会は基本的にはこれま

で３条、４条、５条の転用なり売買なりの許可行為を審査して、例月の月１回の総会で法律案件

を許認可しておったということに加えて、今回の、先ほど答弁をいたしました集約化なり荒廃地

の対策なり、それに、さらには後継者の新規参入の育成ということが新たにつけ加わったという

ことです。それで、再生協議会のほうは、どちらかといえば、水田を中心にいわゆる米の生産量

を何ぼ確保していくのかと、転作ということではなしに、今は米を何ぼ生産するのかと、それ以

外のものを何を何ぼつくるのかということのほうの議論が中心になってます。再生協議会の中で
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は、幹事会を持ちますけども、幹事会はいわゆる農地をそれぞれ集落束ねていらっしゃる実行組

合長さんを中心に、農業委員会もだったかいな、実行組合の……（発言する者あり）だけだな、

幹事会は実行組合長を中心に下案をつくっていただいて、じゃあ、来年はこのエリアは何をつく

ろう、何をつくろうという議論をしていただいて、再生協議会の総会では、農業委員の代表、作

物をつくられる方の代表、それから若手の代表、それから実行組合さん全部と、それから農協や

農業共済の団体や食糧事務所等も含めて再生協議会の議論をしていくということで、再生協議会

では、言ってみれば、外から見れば農業委員さんと一緒なことをしておるわけですけども、農業

委員さんは従来の法律事項を決定をしていく、判断をしていくということに３つの新たな責務が

加わったということですけども、再生協議会のほうは基本的には来年度こんなもんつくるという

ことでの、米何ぼつくるということを基本にしながら、ほかの作物を何ぼつくるということで、

じゃあ、どんなふうで議論しようかと、例えば水利用調整はどうしようかとか、ほかの作物に害

があるようなことではいけないのでどうしようかとか、さっきもありましたが、ブロッコリーを

カモの、居残りガモといいますか、北帰行しないカモがブロッコリーの苗をかんでいけんのもど

うしようかというような議論をしておるという再生協議会です。わかりにくいですけども、同じ

ような内容で取り組んではおります。

○議長（山路 有君） 三島議員。

○議員（５番 三島 尋子君） 日吉津の場合は、農地利用の最適化推進委員さんっていうのを置

かないわけですけれども、先ほどもそういうふうに答弁もいただきましたが、これ、農業委員が

全員で担当するっていうことになってます。部会っていうのもありますけれども、先ほど答弁が

あったように全員でするということですので、日吉津村は部会もないっていうふうに理解してよ

ろしいでしょうか。

○議長（山路 有君） 益田建設産業課長。

○建設産業課長（益田 英則君） 日吉津村には部会はありません。

○議長（山路 有君） 三島議員。

○議員（５番 三島 尋子君） 加算額のことですけれども、まだ決めてないっていうことでござ

いましたが、この活動実績によってしていくっていうことでしたけれども、これは交付金の対象

なんでしょうか。それによって決まるのか、それとも活動１回っていう、そういうものについて

幾らっていうふうに決めるのか、そこら辺が決め方だと思ってるんですけれども、今後決めてい

くっていうことですが、交付金の対象になるということではないんでしょうか。

○議長（山路 有君） 益田建設産業課長。
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○建設産業課長（益田 英則君） こちらの加算額の考え方なんですけれども、国から市町村の農

業委員会のほうに交付金のほうが支払われるということで、その考え方が、村長の答弁にもあり

ましたとおり、実績による支払いということになるわけなんですけれども、一つが活動実績払い

ということで、こちらのほうの事業実施計画に沿って実施された活動の実績報告によるもので、

対象となりますのが従前から出ております出し手、受け手の調整でありますとか、遊休農地の所

有者との相談活動でありますとか、そういったようなものが対象となりまして、月額が最高額で、

上限なんですけども、１人当たりが０００円ということで出ておりますし、もう１点が成果実

績払いということですけれども、こちらのほうは成果に応じました点数制を設けまして、それに

よりまして金額を調整して交付されるということになっております。対象となります指標としま

してが、農地集積の進捗状況、あと、遊休農地の荒廃防止・解消というところが指標となってお

りまして、こちらのほうが月額１人当たりの上限額が１万０００円ということで、実績に応じ

て増減がなされるということで、いずれにしましても、実績払いということですので、月々の支

払いという対象にはならないのかなというふうには考えてます。以上です。

○議長（山路 有君） 三島議員。

○議員（５番 三島 尋子君） これは、そうしますと、出ていただいたっていうか、そういうま

とめをしたときに払うっていうことではないっていうことですか、実績払いっていうことになる

と。後払いっていうことですね。じゃあ、年度をわたるっていうことなんでしょうか。その点を

一つと、それと、先ほど職員の体制について伺いました。これは、私、質問を出す時点において、

役場の事務分掌のこれが６月１日に出されてますので、それとちょっと行き違いになっておりま

す。これを見てみますと、農業委員会は主査の人が担当っていうことにはなってまして、この人

が専任でされるのかなっていうふうな解釈はしましたけれども、全体を見てみますと、事務局を

持つっていうのが４つぐらいあるんですかね。総務課では選挙管理委員会の事務局がありますし、

それと、固定資産の評価審査っていうのがあります。それから農業委員会、それと、議会が議会

事務局に監査委員事務局っていうのがあるんですけれども、これ、一担当として掲げてあります

ので、よその分掌のあれを見ると、ちゃんと事務局っていうのが別に掲げてあるんですよね。や

はりそういうふうに設定すべきかなっていうのを思うんですね。村長の差配にならない部局って

いうことだと思いますので、今後そういうふうにこの事務分掌表をしていただきたいなっていう

ふうに思ってますが、これについてもいかがでしょうか。

○議長（山路 有君） 益田建設産業課長。

○建設産業課長（益田 英則君） 加算額の支払いにつきましては、年度内に行えるものと思って
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おります。

○議長（山路 有君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 事務分掌の関係ですけど、議員おっしゃるとおりでございまして、

市町村の職員録のほうはそういうぐあいに分けてあるんですけど、広報のほうがそういう形にな

っておりませんでしたので、今後、その辺で事務局を分けて提示したいと思います。以上です。

○議長（山路 有君） 三島議員。

○議員（５番 三島 尋子君） これで質問終わります。ありがとうございました。

○議長（山路 有君） 以上で三島議員の一般質問を終わります。

・ ・

○議長（山路 有君） 本日の議事日程は全部終了いたしました。

これをもって散会いたします。御苦労さまでした。

次の本会議は、明日、６月１４日午前９時から一般質問を開催します。御参集ください。以上

で終わります。御苦労さまでした。

午後３時０３分散会
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